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(57)【要約】
【課題】商品の小売の利便性を高めることができる記憶
タグ発行端末を得る。
【解決手段】商品または広告媒体（書籍１０）に印刷さ
れた識別コード（バーコード１１）から、その商品に関
する商品情報またはその広告媒体による広告対象物に関
する広告対象情報を読み取る第１の読取部（カメラ３５
）と、商品または広告媒体に付された、または付される
べき記憶タグ（ＲＦタグ２０）に、商品情報または広告
対象情報を含むタグ情報を書き込む書込部（ＲＦタグリ
ーダライタ３６）と、商品または広告媒体を取り扱って
いる業者を識別するための業者識別情報を取得する取得
部とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品または広告媒体に印刷された識別コードから、その商品に関する商品情報またはそ
の広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を読み取る第１の読取部と、
　前記商品または前記広告媒体に付された、または付されるべき記憶タグに、前記商品情
報または前記広告対象情報を含むタグ情報を書き込む書込部と、
　前記商品または前記広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報を取
得する取得部と
　を備えた記憶タグ発行端末。
【請求項２】
　前記タグ情報は、前記業者識別情報をも含む
　請求項１に記載の記憶タグ発行端末。
【請求項３】
　さらに、
　前記記憶タグから、その記憶タグを識別するためのタグ識別情報を読み取る第２の読取
部と、
　前記タグ識別情報と前記業者識別情報とを互いに関連づけて第１のサーバに送信する第
１の送信部と
　を備えた
　請求項１に記載の記憶タグ発行端末。
【請求項４】
　さらに、
　前記業者識別情報を、前記商品情報または前記広告対象情報と共に第２のサーバに送信
する第２の送信部と、
　前記第２のサーバから、前記商品情報または前記広告対象情報に基づいて生成された前
記タグ情報を受信する受信部と
　を備え、
　前記書込部は、前記受信部が受信した前記タグ情報を前記記憶タグに書き込む
　請求項１に記載の記憶タグ発行端末。
【請求項５】
　前記前記商品情報または前記広告対象情報に基づいて前記タグ情報を生成するタグ情報
生成部を備え、
　前記書込部は、前記タグ情報生成部が生成した前記タグ情報を前記記憶タグに書き込む
　請求項１に記載の記憶タグ発行端末。
【請求項６】
　前記タグ情報生成部は、前記業者識別情報にも基づいて前記タグ情報を生成する
　請求項５に記載の記憶タグ発行端末。
【請求項７】
　商品または広告媒体に印刷された識別コードからその商品に関する商品情報またはその
広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を読み取るとともに記憶タグにタグ情報
を書き込む記憶タグ発行端末から、その商品情報またはその広告対象情報と、前記商品ま
たは前記広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報とを受信する受信
部と、
　前記商品情報または前記広告対象情報に基づいて前記タグ情報を生成するタグ情報生成
部と、
　前記タグ情報を前記記憶タグ発行端末に対して送信する送信部と
　を備えた記憶タグ発行サーバ。
【請求項８】
　前記タグ情報生成部は、前記業者識別情報にも基づいて前記タグ情報を生成する
　請求項７に記載の記憶タグ発行サーバ。
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【請求項９】
　顧客端末から、商品または広告媒体に付された記憶タグに記憶された、その商品に関す
る商品情報またはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を含むタグ情報を
受信する第１の受信部と、
　前記商品情報または前記広告対象情報、あるいは前記商品または前記広告媒体を取り扱
っている業者を識別するための業者識別情報に基づいて、所定の処理を行う処理部と
　を備えた広告サーバ。
【請求項１０】
　前記タグ情報は、前記業者識別情報をも含む
　請求項９に記載の広告サーバ。
【請求項１１】
　第２の受信部をさらに備え、
　前記第１の受信部は、前記記憶タグを識別するためのタグ識別情報をも受信し、
　前記第２の受信部は、タグ識別情報と業者識別情報とが関連づけて記憶されたサーバか
ら、前記タグ識別情報に対応する業者識別情報を受信する
　請求項９に記載の広告サーバ。
【請求項１２】
　前記処理部は、顧客端末に対して、前記商品または前記広告対象物に関する詳細な情報
を送信する
　請求項９に記載の広告サーバ。
【請求項１３】
　前記処理部は、顧客端末に対して、１または複数の店舗における、前記商品または前記
広告対象物の価格を送信する
　請求項９に記載の広告サーバ。
【請求項１４】
　前記処理部は、前記業者に対して報酬を支払うための支払い処理を行う
　請求項９に記載の広告サーバ。
【請求項１５】
　商品または広告媒体に印刷された識別コードからその商品に関する商品情報またはその
広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を読み取るとともに記憶タグにタグ情報
を書き込む記憶タグ発行端末から、その記憶タグを識別するためのタグ識別情報と、前記
商品または前記広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報とを受信す
る第１の受信部と、
　前記タグ識別情報と前記業者識別情報とを互いに関連づけて記憶する記憶部と、
　外部装置からタグ識別情報を受信する第２の受信部と、
　前記記憶部に記憶されたタグ識別情報および業者識別情報から、前記第２の受信部が受
信したタグ識別情報に対応する業者識別情報を検索し、送信する送信部と
　を備えた業者識別サーバ。
【請求項１６】
　商品または広告媒体に印刷された識別コードから取得したその商品に関する商品情報ま
たはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報と、前記商品または前記広告媒
体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報とを有するタグ情報が記憶された
記憶部と、
　顧客端末に対して、前記商品情報または前記広告対象情報を、前記業者識別情報と共に
送信する送信部と
　を備えた記憶タグ。
【請求項１７】
　商品または広告媒体に印刷された識別コードから、その商品に関する商品情報またはそ
の広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を、記憶タグ発行端末により読み取り
、
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　前記商品または前記広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報を取
得し、
　前記商品情報または前記広告対象情報に基づいて生成されたタグ情報を、前記商品また
は前記広告媒体に付された、または付されるべき記憶タグに対して、前記記憶タグ発行端
末により書き込む
　記憶タグ発行方法。
【請求項１８】
　前記タグ情報は、前記業者識別情報にも基づいて生成される
　請求項１７に記載の記憶タグ発行方法。
【請求項１９】
　前記記憶タグから、その記憶タグを識別するためのタグ識別情報を、前記記憶タグ発行
端末により読み取り、
　前記タグ識別情報と前記業者識別情報とを互いに関連づけて、前記記憶タグ発行端末か
らサーバに対して送信する
　請求項１７に記載の記憶タグ発行方法。
【請求項２０】
　商品または広告媒体に付された記憶タグから、その商品に関する商品情報またはその広
告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を含むタグ情報を、顧客端末により読み取
り、
　前記顧客端末により読み取られた前記商品情報または前記広告対象情報に基づいて、そ
の商品またはその広告対象物に関する詳細な情報を、広告サーバから前記顧客端末に対し
て送信するとともに、
　前記商品または前記広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報に基
づいて、前記広告サーバにより、前記業者に対して報酬を支払うための支払い処理を行う
　広告方法。
【請求項２１】
　前記タグ情報は、前記業者識別情報をも含む
　請求項２０に記載の広告方法。
【請求項２２】
　前記記憶タグから、前記記憶タグを識別するためのタグ識別情報を、記憶タグ発行端末
により読み取り、
　タグ識別情報と業者識別情報とが関連づけて記憶されたサーバから、前記タグ識別情報
に対応する前記業者識別情報を取得する
　請求項２０に記載の広告方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報を記憶する記憶タグ、およびそのような記憶タグを用いた、記憶タグ発
行端末、記憶タグ発行サーバ、広告サーバ、業者識別サーバ、記憶タグ発行方法、ならび
に広告方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　店舗において商品を販売する際、しばしばＰＯＳ（Point Of Sale）システムが使用さ
れている。ＰＯＳシステムでは、例えば商品に付されたバーコードなどを用いることによ
り、商品をそれぞれ識別する。これにより、ＰＯＳシステムでは、商品ごとにその売り上
げなどを管理することができるようになっている。
【０００３】
　ところで、近年、様々な情報を記憶できるＲＦタグなどの記憶タグが、様々な用途で活
用されている。この記憶タグを店舗において活用する方法について、いくつかの提案がな
されている。例えば、特許文献１には、商品に付したＩＣタグに記憶された識別情報に基
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づいて、その商品に関する商品情報をダウンロードすることができる商品情報提供システ
ムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２７５６３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、記憶タグは、様々な用途における活用が期待される。例えば、記憶タグは
、商品の小売の利便性を高めるように活用されることが望まれる。
【０００６】
　本開示はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、商品の小売の利便性を高
めることができる記憶タグ発行端末、記憶タグ発行サーバ、広告サーバ、業者識別サーバ
、記憶タグ、記憶タグ発行方法、および広告方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の記憶タグ発行端末は、第１の読取部と、書込部と、取得部とを備えている。第
１の読取部は、商品または広告媒体に印刷された識別コードから、その商品に関する商品
情報またはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を読み取るものである。
書込部は、商品または広告媒体に付された、または付されるべき記憶タグに、商品情報ま
たは広告対象情報を含むタグ情報を書き込むものである。取得部は、商品または広告媒体
を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報を取得するものである。
【０００８】
　本開示の記憶タグ発行サーバは、受信部と、タグ情報生成部と、送信部とを備えている
。受信部は、商品または広告媒体に印刷された識別コードからその商品に関する商品情報
またはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を読み取るとともに記憶タグ
にタグ情報を書き込む記憶タグ発行端末から、その商品情報またはその広告対象情報と、
商品または広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報とを受信するも
のである。タグ情報生成部は、商品情報または広告対象情報に基づいてタグ情報を生成す
るものである。送信部は、タグ情報を記憶タグ発行端末に対して送信するものである。
【０００９】
　本開示の広告サーバは、第１の受信部と、処理部とを備えている。第１の受信部は、顧
客端末から、商品または広告媒体に付された記憶タグに記憶された、その商品に関する商
品情報またはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を含むタグ情報を受信
するものである。処理部は、商品情報または広告対象情報、あるいは商品または広告媒体
を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報に基づいて、所定の処理を行うもの
である。
【００１０】
　本開示の業者識別サーバは、第１の受信部と、記憶部と、第２の受信部と、送信部とを
備えている。第１の受信部は、商品または広告媒体に印刷された識別コードからその商品
に関する商品情報またはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を読み取る
とともに記憶タグにタグ情報を書き込む記憶タグ発行端末から、その記憶タグを識別する
ためのタグ識別情報と、商品または広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者
識別情報とを受信するものである。記憶部は、タグ識別情報と業者識別情報とを互いに関
連づけて記憶するものである。第２の受信部は、外部装置からタグ識別情報を受信するも
のである。送信部は、記憶部に記憶されたタグ識別情報および業者識別情報から、第２の
受信部が受信したタグ識別情報に対応する業者識別情報を検索し、送信するものである。
【００１１】
　本開示の記憶タグは、記憶部と、送信部とを有している。記憶部は、商品または広告媒
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体に印刷された識別コードから取得したその商品に関する商品情報またはその広告媒体に
よる広告対象物に関する広告対象情報と、商品または広告媒体を取り扱っている業者を識
別するための業者識別情報とを有するタグ情報が記憶されたものである。送信部は、顧客
端末に対して、商品情報または広告対象情報を、業者識別情報と共に送信するものである
。
【００１２】
　本開示の記憶タグ発行方法は、商品または広告媒体に印刷された識別コードから、その
商品に関する商品情報またはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を、記
憶タグ発行端末により読み取り、商品または広告媒体を取り扱っている業者を識別するた
めの業者識別情報を取得し、商品情報または広告対象情報に基づいて生成されたタグ情報
を、商品または広告媒体に付された、または付されるべき記憶タグに対して、記憶タグ発
行端末により書き込むものである。
【００１３】
　本開示の広告方法は、商品または広告媒体に付された記憶タグから、その商品に関する
商品情報またはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を含むタグ情報を、
顧客端末により読み取り、顧客端末により読み取られた商品情報または広告対象情報に基
づいて、その商品またはその広告対象物に関する詳細な情報を、広告サーバから顧客端末
に対して送信するとともに、商品または広告媒体を取り扱っている業者を識別するための
業者識別情報に基づいて、広告サーバにより、業者に対して報酬を支払うための支払い処
理を行うものである。
【００１４】
　本開示の記憶タグ発行端末、記憶タグ発行サーバ、広告サーバ、業者識別サーバ、記憶
タグ、記憶タグ発行方法、および広告方法では、商品または広告媒体に付された、または
付されるべき記憶タグに、商品情報または広告対象情報を含むタグ情報が書き込まれる。
その際、このタグ情報は、その商品または広告媒体に印刷された識別コードに基づいて生
成される。
【発明の効果】
【００１５】
　本開示の記憶タグ発行端末、記憶タグ発行サーバ、広告サーバ、業者識別サーバ、記憶
タグ、記憶タグ発行方法、および広告方法によれば、商品または広告媒体に印刷された識
別コードに基づいてタグ情報を生成し、その商品または広告媒体に付された、または付さ
れるべき記憶タグに書き込むようにしたので、小売の利便性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本開示の第１の実施の形態に係る電子商取引システムの一構成例を表すブロック
図である。
【図２】図１に示したＲＦタグの一構成例を表すブロック図である。
【図３】図１に示したＲＦタグ発行システムに係る携帯電話の一構成例を表すブロック図
である。
【図４】図１に示したＲＦタグ発行サーバの一構成例を表すブロック図である。
【図５】図１に示した販売システムに係る携帯電話の一構成例を表すブロック図である。
【図６】図１に示したアフィリエイトサーバの一構成例を表すブロック図である。
【図７】図１に示したＲＦタグ発行システムの一動作例を表すシーケンス図である。
【図８】図１に示したＲＦタグ発行システムの他の動作例を表すシーケンス図である。
【図９】図１に示した販売システムの一動作例を表すシーケンス図である。
【図１０】図１に示した販売システムに係る携帯電話の表示画面例を表す説明図である。
【図１１】図１に示した販売システムに係る携帯電話の他の表示画面例を表す説明図であ
る。
【図１２】第１の実施の形態の変形例に係るＲＦタグ発行システムの動作例を表すシーケ
ンス図である。
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【図１３】第１の実施の形態の他の変形例に係るＲＦタグの一構成例を表すブロック図で
ある。
【図１４】第１の実施の形態の他の変形例に係るＲＦタグ発行サーバの一構成例を表すブ
ロック図である。
【図１５】第１の実施の形態の他の変形例に係るＲＦタグ発行システムの動作例を表すシ
ーケンス図である。
【図１６】第１の実施の形態の他の変形例に係る販売システムの一動作例を表すシーケン
ス図である。
【図１７】第１の実施の形態の他の変形例に係る電子商取引システムの一構成例を表すブ
ロック図である。
【図１８】図１７に示したＲＦタグ発行システムに係る携帯電話の一構成例を表すブロッ
ク図である。
【図１９】図１７に示したＲＦタグ発行システムの一動作例を表すシーケンス図である。
【図２０】第１の実施の形態の他の変形例に係るＲＦタグの一構成例を表す説明図である
。
【図２１】第２の実施の形態に係る広告システムの一構成例を表すブロック図である。
【図２２】図２１に示した広告サーバの一構成例を表すブロック図である。
【図２３】図２１に示した録画再生装置の一構成例を表すブロック図である。
【図２４】図２１に示した広告システムの一動作例を表すシーケンス図である。
【図２５】図２１に示した他の広告システムの一動作例を表すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。
１．第１の実施の形態
２．第２の実施の形態
【００１８】
＜１．第１の実施の形態＞
［構成例］
（全体構成例）
　図１は、第１の実施の形態に係る電子商取引システムの一構成例を表すものである。な
お、本開示の実施の形態に係る記憶タグ発行端末、記憶タグ発行サーバ、広告サーバ、業
者識別サーバ、記憶タグ、記憶タグ発行方法、および広告方法は、本実施の形態により具
現化されるので、併せて説明する。
【００１９】
　電子商取引システム１は、ＲＦタグ発行システム３と、販売システム５とを備えている
。
【００２０】
（ＲＦタグ発行システム３）
　ＲＦタグ発行システム３は、書籍１０と、携帯電話３０と、ＲＦタグ発行サーバ４０と
を有している。ＲＦタグ発行システム３は、後述するように、店舗Ｓに陳列された書籍１
０に付されたＲＦタグ２０にＲＦタグ情報ＩＮＦを書き込むことにより、ＲＦタグを発行
するものである。
【００２１】
　書籍１０は、この電子商取引システム１における商品であり、店舗Ｓに陳列されている
ものである。なお、以下の説明では、この電子商取引システム１が扱う商品の一例として
書籍１０を用いるが、これに限定されるものではなく、商品になりうるものであれば、ど
のようなものであってもよい。
【００２２】
　書籍１０には、図１に示したように、バーコード１１が印刷されるとともに、ＲＦタグ
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２０が張り付けられている。バーコード１１は、商品（書籍１０）を識別するための識別
コード（商品識別情報ＩＤＣ）であり、例えば、ＪＡＮ（Japanese Article Number）コ
ードが使用可能である。ＲＦタグ２０は、ＲＦタグ情報ＩＮＦを記憶するとともに、非接
触通信により携帯電話３０，５０（後述）との間でＲＦタグ情報ＩＮＦなどのやり取りを
行うものである。ＲＦタグ２０は、例えば、FeliCa（登録商標）Liteなどが使用可能であ
る。
【００２３】
　図２は、ＲＦタグ２０の一構成例を表すものである。ＲＦタグ２０は、通信部２１と、
メモリ２２と、ＲＦタグ識別情報記憶部２３と、制御部２４とを有している。
【００２４】
　通信部２１は、アンテナ部２１Ａを介して、携帯電話３０，５０（後述）との間で非接
触通信を行うものである。メモリ２２は、ＲＦタグ情報ＩＮＦを記憶するものである。こ
のＲＦタグ情報ＩＮＦは、この例では、商品識別情報ＩＤＣ、および店舗Ｓを識別するた
めの店舗識別情報ＩＤＳを含むものである。このＲＦタグ情報ＩＮＦは、後述するように
、携帯電話３０によってＲＦタグが発行される際に、メモリ２２に記憶されるものである
。また、メモリ２２には、ＲＦタグ情報ＩＮＦに加え、図示しない書き込み用の鍵情報Ｋ
ｗも記憶されている。ＲＦタグ識別情報記憶部２３は、ＲＦタグ２０を識別するための識
別情報（ＲＦタグ識別情報ＩＤＲ）が記憶されているものである。このＲＦタグ識別情報
ＩＤＲは、ＲＦタグ２０の製造時にＲＦタグ識別情報記憶部２３に記憶され、後から書き
換えることができないようになっている。制御部２４は、通信部２１、メモリ２２、ＲＦ
タグ識別情報記憶部２３を制御するものである。
【００２５】
　携帯電話３０は、店舗ＳのオーナーＯが、ＲＦタグを発行するために使用する端末であ
る。なお、以下の説明では、携帯電話３０を例に説明するが、これに限定されるものでは
なく、これに代えて、以下に示すようなＲＦタグを発行する機能を実現できる電子機器で
あればどのようなものであってもよく、例えば、ＲＦタグを発行する専用の電子機器であ
ってもよい。
【００２６】
　図３は、携帯電話３０の一構成例を表すものである。携帯電話３０は、入力部３１と、
表示部３２と、音声入力部３３と、音声出力部３４と、カメラ３５と、ＲＦタグリーダラ
イタ３６と、メモリ３７と、通信部３８と、ＣＰＵ（Central Processing Unit）３９と
を有している。
【００２７】
　入力部３１は、テンキーなどの入力インターフェースである。表示部３２は、ユーザ（
店舗ＳのオーナーＯ）に対して情報を表示して示すものであり、例えば液晶表示部により
構成されるものである。音声入力部３３は、音声を入力するマイクである。音声出力部３
４は、音声を出力するスピーカである。カメラ３５は、画像を撮影するものであり、この
例では、書籍１０に印刷されているバーコード１１を撮影するようになっている。ＲＦタ
グリーダライタ３６は、書籍１０に付されているＲＦタグ２０との間で非接触通信を行う
ものである。具体的には、ＲＦタグリーダライタ３６は、ＲＦタグ２０のメモリ２２に対
して、ＲＦタグ情報ＩＮＦを書き込み、あるいは読み出すことができるようになっている
。メモリ３７は、情報を記憶するものであり、この例では、店舗識別情報ＩＤＳが記憶さ
れている。この店舗識別情報ＩＤＳは、後述するように、ＲＦタグ発行サーバ４０に対し
て店舗Ｓの登録を行ったときに、ＲＦタグ発行サーバ４０により発行され、メモリ３７に
記憶されるものである。通信部３８は、アンテナ３８Ａを介して、音声情報やデータを、
図示しない携帯電話の基地局との間でやりとりするものである。この例では、この通信部
３８は、この基地局を介して、インターネット（図示せず）に接続されたＲＦタグ発行サ
ーバ４０との間で通信することができるようになっている。ＣＰＵ３９は、携帯電話３０
のこれらのブロックを制御するものである。
【００２８】
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　この構成により、携帯電話３０では、後述するように、カメラ３５が、バーコード１１
を撮影することにより商品識別情報ＩＤＣを取得し、通信部３８が、この商品識別情報Ｉ
ＤＣを、メモリ３７に記憶されている店舗識別情報ＩＤＳとともに、ＲＦタグ発行サーバ
４０に対して送信するようになっている。また、通信部３８は、ＲＦタグ発行サーバ４０
から送信されたＲＦタグ情報ＩＮＦを受信し、ＲＦタグリーダライタ３６が、書籍１０に
張り付けられたＲＦタグ２０に、そのＲＦタグ情報ＩＮＦを書き込むようになっている。
【００２９】
　ＲＦタグ発行サーバ４０は、商品識別情報ＩＤＣおよび店舗識別情報ＩＤＳに基づいて
ＲＦタグ情報ＩＮＦを生成するものである。
【００３０】
　図４は、ＲＦタグ発行サーバ４０の一構成例を表すものである。ＲＦタグ発行サーバ４
０は、通信部４１と、ＣＰＵ４２と、メモリ４３と、主記憶部４４とを有している。
【００３１】
　通信部４１は、図示しないインターネットおよび携帯電話の基地局を介して、携帯電話
３０との間で通信するためのネットワークインタフェースである。ＣＰＵ４２は、ＲＦタ
グ発行サーバ４０の各ブロックを制御するとともに、ＲＦタグ情報生成モジュールＭＯＤ
を実行する機能を有している。このＲＦタグ情報生成モジュールＭＯＤは、商品識別情報
ＩＤＣおよび店舗識別情報ＩＤＳに基づいてＲＦタグ情報ＩＮＦを生成するものである。
メモリ４３は、ＣＰＵ４２が処理を行う際の一時的な情報を記憶するものである。主記憶
部４４は、ＣＰＵ４２が処理を行うためのプログラムが格納されているものである。また
、主記憶部４４は、現在までに製造されたＲＦタグのＲＦタグ識別情報ＩＤＲを管理する
ＲＦタグ識別情報データベースＤＢＲを有している。
【００３２】
　この構成により、ＲＦタグ発行サーバ４０では、後述するように、通信部４１が、携帯
電話３０から送信された商品識別情報ＩＤＣおよび店舗識別情報ＩＤＳを受信し、ＣＰＵ
４２が、主記憶部４４に格納されているプログラムに従って、商品識別情報ＩＤＣおよび
店舗識別情報ＩＤＳに基づいてＲＦタグ情報ＩＮＦを生成する処理を行う。そして、通信
部４１は、そのＲＦタグ情報ＩＮＦを携帯電話３０に対して送信するようになっている。
【００３３】
（販売システム５）
　販売システム５は、携帯電話５０と、電子モールサーバ６０（６０Ａ，６０Ｂ，６０Ｃ
，…）と、アフィリエイトサーバ７０とを有している。販売システム５は、ある店舗Ｓに
陳列された書籍１０を見て興味を持った顧客Ｐが、他の店舗（この例では電子モール）か
ら書籍１０を購入した場合に、店舗Ｓに対して報酬が支払われるものである。
【００３４】
　携帯電話５０は、書籍１０に興味を持った顧客Ｐが使用する端末である。
【００３５】
　図５は、携帯電話５０の一構成例を表すものである。携帯電話５０は、この例では、携
帯電話３０（図３）とほぼ同じ構成であり、入力部５１と、表示部５２と、音声入力部５
３と、音声出力部５４と、カメラ５５と、ＲＦタグリーダライタ５６と、メモリ５７と、
通信部５８と、ＣＰＵ５９とを有している。
【００３６】
　電子モールサーバ６０（６０Ａ，６０Ｂ，６０Ｃ，…）は、電子商取引により商品を販
売するサーバであり、それぞれが互いに異なる電子モールＭ（ＭＡ，ＭＢ，ＭＣ，…）に
対応するものである。この例では、電子モールサーバ６０に係る電子モールＭは、それぞ
れ、書籍１０を商品として取り扱うものである。
【００３７】
　アフィリエイトサーバ７０は、顧客Ｐ（携帯電話５０）に対して、書籍１０を取り扱う
複数の電子モールの情報を送信するとともに、顧客Ｐが電子モールにおいて書籍１０を購
入する際に、店舗Ｓに対して報酬を支払う処理（アフィリエイト処理）を行う機能を有し
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ている。
【００３８】
　図６は、アフィリエイトサーバ７０の一構成例を表すものである。アフィリエイトサー
バ７０は、通信部７１と、ＣＰＵ７２と、メモリ７３と、主記憶部７４とを有している。
【００３９】
　通信部７１は、図示しないインターネットおよび携帯電話の基地局を介して、携帯電話
５０との間で通信し、あるいは図示しないインターネットを介して電子モールサーバ６０
との間で通信するためのネットワークインタフェースである。ＣＰＵ７２は、アフィリエ
イトサーバ７０の各ブロックを制御するとともに、アフィリエイト処理を行う機能を有し
ている。メモリ７３は、ＣＰＵ７２が処理を行う際の一時的な情報を記憶するものである
。
【００４０】
　主記憶部７４は、ＣＰＵ７２が処理を行うためのプログラムが格納されているものであ
る。また、主記憶部７４は、各電子モールサーバ６０のＵＲＬ（Uniform Resource Locat
or）などを含む電子モールデータベースＤＢＭを有している。さらに、主記憶部７４は、
アフィリエイト処理を識別するためのアフィリエイト識別情報ＩＤＡと、商品識別情報Ｉ
ＤＣと、店舗識別情報ＩＤＳとを関連づけて記憶している。アフィリエイト識別情報ＩＤ
Ａは、後述するように、通信部７１が、携帯電話５０から送信されたＲＦタグ情報ＩＮＦ
を受信した後に生成されるものであり、このアフィリエイト識別情報ＩＤＡに、ＲＦタグ
情報ＩＮＦに含まれる商品識別情報ＩＤＣおよび店舗識別情報ＩＤＳが関連づけられるよ
うになっている。
【００４１】
　この構成により、アフィリエイトサーバ７０では、後述するように、通信部７１が、携
帯電話５０（顧客Ｐ）から送信されたＲＦタグ情報ＩＮＦを受信し、ＣＰＵ７２が、アフ
ィリエイト識別情報ＩＤＡを生成し、このアフィリエイト識別情報ＩＤＡと、ＲＦタグ情
報ＩＮＦに含まれる商品識別情報ＩＤＣおよび店舗識別情報ＩＤＳを関連づけて主記憶部
７４に記憶する。そして、ＣＰＵ７２は、これらの情報および電子モールデータベースＤ
ＢＭに基づいて、複数の電子モールサーバ６０に対して、書籍１０の在庫状況や値段など
を問い合わせ、その一覧を生成し、通信部７１がその一覧を携帯電話５０（顧客Ｐ）に対
して送信する。また、通信部７１が、携帯電話５０から、この一覧を利用して顧客Ｐが書
籍１０を購入する旨の通知を受け取ったときに、ＣＰＵ７２は、店舗識別情報ＩＤＳに基
づいて、店舗Ｓに対して報酬を支払うための処理を行うようになっている。
【００４２】
　ここで、書籍１０は、本開示における「商品」の一具体例に対応する。バーコード１１
は、本開示における「識別コード」の一具体例に対応する。商品識別情報ＩＤＣは、本開
示における「商品情報」の一具体例に対応する。店舗識別情報ＩＤＳは、本開示における
「業者識別情報」の一具体例に対応する。ＲＦタグ情報ＩＮＦは、本開示における「タグ
情報」の一具体例に対応する。ＲＦタグ識別情報ＩＤＲは、本開示における「タグ識別情
報」の一具体例に対応する。
【００４３】
　ＲＦタグ２０は、本開示における「記憶タグ」の一具体例に対応する。通信部２１は、
本開示における「送信部」の一具体例に対応する。メモリ２２は、本開示における「記憶
部」の一具体例に対応する。
【００４４】
　携帯電話３０は、本開示における「記憶タグ発行端末」の一具体例に対応する。
カメラ３５は、本開示における「第１の読取部」の一具体例に対応する。ＲＦタグリーダ
ライタ３６は、本開示における「書込部」の一具体例に対応する。通信部３８は、本開示
における「第１の送信部」、「第２の送信部」および「受信部」の一具体例に対応する。
【００４５】
　ＲＦタグ発行サーバ４０は、本開示における「記憶タグ発行サーバ」および「記憶タグ
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発行端末の第２のサーバ」の一具体例に対応する。通信部４１は、本開示における「受信
部」および「送信部」の一具体例に対応する。ＲＦタグ情報生成モジュールＭＯＤは、本
開示における「タグ情報生成部」の一具体例に対応する。
【００４６】
　携帯電話５０は、本開示における「顧客端末」の一具体例に対応する。
【００４７】
　アフィリエイトサーバ７０は、本開示における「広告サーバ」の一具体例に対応する。
通信部７１は、本開示における「第１の受信部」の一具体例に対応する。ＣＰＵ７２は、
本開示における「処理部」の一具体例に対応する。
【００４８】
［動作および作用］
　続いて、本実施の形態の電子商取引システム１の動作および作用について説明する。
【００４９】
（全体動作概要）
　まず、図１～６を参照して、電子商取引システム１の全体動作概要を説明する。
【００５０】
　最初に、オーナーＯは、ＲＦタグ発行システム３を用い、携帯電話３０を操作して、書
籍１０に張り付けられたＲＦタグ２０に対してＲＦタグを発行する処理を行う。具体的に
は、まず、携帯電話３０において、カメラ３５が、バーコード１１を撮影することにより
商品識別情報ＩＤＣを取得し、通信部３８が、この商品識別情報ＩＤＣを、メモリ３７に
記憶されている店舗識別情報ＩＤＳとともに、ＲＦタグ発行サーバ４０に対して送信する
。ＲＦタグ発行サーバ４０では、ＲＦタグ情報生成モジュールＭが、携帯電話３０から送
信された商品識別情報ＩＤＣおよび店舗識別情報ＩＤＳに基づいてＲＦタグ情報ＩＮＦを
生成し、通信部４１が、そのＲＦタグ情報ＩＮＦを携帯電話３０に対して送信する。携帯
電話３０では、ＲＦタグリーダライタ３６が、ＲＦタグ発行サーバ４０から送信されたＲ
Ｆタグ情報ＩＮＦを、書籍１０に張り付けられたＲＦタグ２０のメモリ２２に書き込む。
【００５１】
　販売システム５は、店舗Ｓに陳列された書籍１０を見て興味を持った顧客Ｐに対してそ
の書籍１０に係る情報を提供するとともに、顧客Ｐが書籍１０を購入するときに店舗Ｓに
対して報酬を支払う処理を行う。具体的には、まず、携帯電話５０において、ＲＦタグリ
ーダライタ５６が、顧客Ｐの操作に基づいて、書籍１０に張り付けられたＲＦタグ２０か
らＲＦタグ情報ＩＮＦを取得し、通信部５８が、そのＲＦタグ情報ＩＮＦをアフィリエイ
トサーバ７０に対して送信する。アフィリエイトサーバ７０は、携帯電話５０から送信さ
れたＲＦタグ情報ＩＮＦに基づいて、複数の電子モールサーバ６０に対して、書籍１０の
在庫状況や値段などを問い合わせ、その一覧を携帯電話５０に対して送信する。そして、
携帯電話５０から、顧客Ｐがその一覧を利用して書籍１０を購入する旨の通知を受けたと
きに、店舗Ｓに対して報酬を支払う処理を行う。
【００５２】
　次に、電子商取引システム１の詳細動作を説明する。以下では、まずＲＦタグ発行シス
テム３の詳細動作について説明を行い、その後に販売システム５の詳細動作について説明
を行う。
【００５３】
（ＲＦタグ発行システム３の詳細動作）
　まず最初に、ＲＦタグ発行システム３における店舗の登録について説明する。
【００５４】
　図７は、ＲＦタグ発行システム３における店舗の登録の一動作例を表すものである。こ
の店舗登録の処理では、店舗ＳのオーナーＯは、携帯電話３０を用いて、ＲＦタグ発行サ
ーバ４０に対して店舗Ｓの登録を行う。以下にその詳細を説明する。
【００５５】
　まず、オーナーＯは、携帯電話３０に対して、店舗登録要求の操作を行う（ステップＳ
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１０１）。そして、携帯電話３０は、ＲＦタグ発行サーバ４０に対して、店舗登録要求を
送信する（ステップＳ１０２）。具体的には、携帯電話３０では、アプリケーションソフ
トウェアが起動され、ＣＰＵ３９が、オーナーＯによる入力部３１の操作に基づき、通信
部３８を介してＲＦタグ発行サーバ４０に対して店舗登録要求を送信する。ＲＦタグ発行
サーバ４０では、通信部４１がこの店舗登録要求を受信する。
【００５６】
　次に、ＲＦタグ発行サーバ４０は、携帯電話３０に対して、登録するパスワードの入力
要求を送信する（ステップＳ１０３）。具体的には、ＣＰＵ４２は、ステップＳ１０２に
おいて通信部４１が受信した店舗登録要求に基づいて、通信部４１を介して携帯電話３０
に対して、登録するパスワードの入力要求を送信する。携帯電話３０では、通信部３８が
このパスワード入力要求を受信する。
【００５７】
　次に、オーナーＯは、携帯電話３０に、登録するパスワードＰＷを入力する（ステップ
Ｓ１０４）。そして、携帯電話３０は、ＲＦタグ発行サーバ４０に対して、このパスワー
ドＰＷを送信する（ステップＳ１０５）。具体的には、携帯電話３０では、ＣＰＵ３９が
、オーナーＯが入力部３１を操作して入力したパスワードＰＷを、通信部３８を介してＲ
Ｆタグ発行サーバ４０に対して送信する。ＲＦタグ発行サーバ４０では、通信部４１がこ
のパスワードＰＷを受信する。
【００５８】
　次に、ＲＦタグ発行サーバ４０は、店舗識別情報ＩＤＳを生成する（ステップＳ１０６
）。そして、ＲＦタグ発行サーバ４０は、この店舗識別情報ＩＤＳを携帯電話３０に対し
て送信する。具体的には、ＣＰＵ４２は、店舗識別情報ＩＤＳを生成し、通信部４１を介
して携帯電話３０に対して送信する。携帯電話３０では、通信部３８がこの店舗識別情報
ＩＤＳを受信し、メモリ３７がこの店舗識別情報ＩＤＳを記憶する。
【００５９】
　以上で、このシーケンスは終了する。
【００６０】
　次に、ＲＦタグ発行システム３におけるＲＦタグの発行について説明する。
【００６１】
　図８は、ＲＦタグ発行システム３におけるＲＦタグの発行の一動作例を表すものである
。このＲＦタグの発行処理では、まず、携帯電話３０は、オーナーＯの操作に基づき、書
籍１０に印刷されたバーコード１１から商品識別情報ＩＤＣを取得し、店舗識別情報ＩＤ
ＳとともにＲＦタグ発行サーバ４０に対して送信する。そして、ＲＦタグ発行サーバ４０
は、ＲＦタグ情報ＩＮＦを生成し、携帯電話３０を介して、書籍１０に張り付けられたＲ
Ｆタグ２０に対してそのＲＦタグ情報ＩＮＦを書き込む。以下にその詳細を説明する。
【００６２】
　まず、オーナーＯは、携帯電話３０に対して、バーコード読み取り要求を行う（ステッ
プＳ１）。そして、携帯電話３０は、書籍１０に印刷されたバーコード１１から商品識別
情報ＩＤＣを取得する（ステップＳ２）。具体的には、携帯電話３０では、アプリケーシ
ョンソフトウェアが起動され、ＣＰＵ３９が、オーナーＯによる入力部３１の操作に基づ
いてカメラ３５を制御し、カメラ３５が書籍１０に印刷されたバーコード１１を撮影する
。そして、ＣＰＵ３９は、カメラ３５が撮影した画像に基づいて、商品識別情報ＩＤＣを
取得する。
【００６３】
　次に、オーナーＯは、携帯電話３０に、登録したパスワードＰＷを入力する（ステップ
Ｓ３）。そして、携帯電話３０は、ＲＦタグ発行サーバ４０に対して、パスワードＰＷ、
商品識別情報ＩＤＣ、および店舗識別情報ＩＤＣを送信する（ステップＳ４）。具体的に
は、携帯電話３０では、ＣＰＵ３９は、オーナーＯが入力部３１を操作して入力したパス
ワードＰＷ、ステップＳ２において取得した商品識別情報ＩＤＣ、およびメモリ３７に記
憶されている店舗識別情報ＩＤＳを、通信部３８を介してＲＦタグ発行サーバ４０に対し
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て送信する。そして、ＲＦタグ発行サーバ４０では、通信部４１が、これらのパスワード
ＰＷ、商品識別情報ＩＤＣ、および店舗識別情報ＩＤＳを受信する。
【００６４】
　次に、ＲＦタグ発行サーバ４０は、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲの読み取り要求を、携帯電
話３０を介して、書籍１０に張り付けられたＲＦタグ２０に対して送信する（ステップＳ
５，Ｓ６）。具体的には、まず、ＲＦタグ発行サーバ４０において、ＣＰＵ４２が、ＲＦ
タグ識別情報ＩＤＲの読み取り要求を、通信部４１を介して携帯電話３０に対して送信す
る。そして、携帯電話３０では、通信部３８がこのＲＦタグ識別情報ＩＤＲの読み取り要
求を受信し、ＣＰＵ３９が、その読み取り要求を、ＲＦタグリーダライタ３６を介してＲ
Ｆタグ２０に対して送信する。そして、ＲＦタグ２０では、通信部２１が、携帯電話３０
から送信された、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲの読み取り要求を受信する。
【００６５】
　次に、ＲＦタグ２０は、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲを、携帯電話３０を介してＲＦタグ発
行サーバ４０に対して送信する（ステップＳ７，Ｓ８）。具体的には、まず、ＲＦタグ２
０において、制御部２４は、ステップＳ６において通信部２１が受信したＲＦタグ識別情
報ＩＤＲの読み取り要求に基づいて、ＲＦタグ識別情報記憶部２３に記憶されたＲＦタグ
識別情報ＩＤＲを、通信部２１を介して携帯電話３０に対して送信する。そして、携帯電
話３０では、ＲＦタグリーダライタ３６がこのＲＦタグ識別情報ＩＤＲを受信し、ＣＰＵ
３９が、そのＲＦタグ識別情報ＩＤＲを、通信部３８を介してＲＦタグ発行サーバ４０に
対して送信する。ＲＦタグ発行サーバ４０では、通信部４１が、携帯電話３０から送信さ
れたＲＦタグ識別情報ＩＤＲを受信する。
【００６６】
　次に、ＲＦタグ発行サーバ４０は、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲの検証を行う（ステップＳ
９）。具体的には、ＣＰＵ４２は、ステップＳ８において通信部４１が受信したＲＦタグ
識別情報ＩＤＲに基づいて、主記憶部４４のＲＦタグ識別情報データベースＤＢＲを検索
することにより、ＲＦタグ２０が正規に製造されたものであることを検証する。
【００６７】
　次に、ＲＦタグ発行サーバ４０は、ＲＦタグ情報ＩＮＦを生成する（ステップＳ１０）
。具体的には、ＲＦタグ情報生成モジュールＭＯＤは、ステップＳ４において通信部４１
が受信した商品識別情報ＩＤＣおよび店舗識別情報ＩＤＳに基づいて、ＲＦタグ情報ＩＮ
Ｆを生成する。その際、ＲＦタグ発行サーバ４０は、例えば、図示しない商品情報を蓄積
したサーバから、商品識別情報ＩＤＣに基づいて、その書籍１０の詳細情報（書籍名、著
者名、出版社名、あらすじなど）を取得し、これらの情報も併せてＲＦタグ情報ＩＮＦを
生成するようにしてもよい。
【００６８】
　次に、ＲＦタグ発行サーバ４０は、書き込み準備完了通知を携帯電話３０に対して送信
する（ステップＳ１１）。具体的には、ＣＰＵ４２は、ステップＳ４においてＲＦタグ情
報ＩＮＦが生成され、書き込み準備が完了した旨の通知を、通信部４１を介して携帯電話
３０に対して送信する。そして、携帯電話３０では、通信部３８が、この書き込み準備完
了通知を受信し、表示部３２にこれを表示することにより、オーナーＯに、書き込み準備
が完了したことを知らせる。
【００６９】
　次に、オーナーＯは、携帯電話３０に対して、ＲＦタグ発行要求を行う（ステップＳ２
１）。そして、携帯電話３０は、ＲＦタグ発行サーバ４０に対して、ＲＦタグ発行要求を
送信する（ステップＳ２２）。具体的には、携帯電話３０では、ＣＰＵ３９が、オーナー
Ｏによる入力部３１の操作に基づいて、ＲＦタグ発行要求を、通信部３８を介してＲＦタ
グ発行サーバ４０に対して送信する。そして、ＲＦタグ発行サーバ４０では、通信部４１
がこのＲＦタグ発行要求を受信する。
【００７０】
　次に、ＲＦタグ発行サーバ４０は、ＲＦタグ情報ＩＮＦおよび書き込み用の鍵情報Ｋｗ
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を、携帯電話３０を介して、書籍１０に張り付けられたＲＦタグ２０に対して送信する（
ステップＳ２３，Ｓ２４）。具体的には、まず、ＲＦタグ発行サーバ４０において、ＣＰ
Ｕ４２は、ステップＳ１０において生成したＲＦタグ情報ＩＮＦを、書き込み用の鍵情報
Ｋｗとともに、通信部４１を介して携帯電話３０に対して送信する。携帯電話３０では、
通信部３８が、このＲＦタグ情報ＩＮＦおよび書き込み用の鍵情報Ｋｗを受信し、ＣＰＵ
３９が、これらの情報を、ＲＦタグリーダライタ３６を介してＲＦタグ２０に対して送信
する。そして、ＲＦタグ２０では、通信部２１が、携帯電話３０から送信された、ＲＦタ
グ情報ＩＮＦおよび書き込み用の鍵情報Ｋｗを受信する。
【００７１】
　次に、ＲＦタグ２０は、ＲＦタグ情報ＩＮＦおよび書き込み用の鍵情報Ｋｗの書き込み
処理を行う（ステップＳ２５）。具体的には、制御部２４は、ステップＳ２４において通
信部２１が受信したＲＦタグ情報ＩＮＦおよび書き込み用の鍵情報Ｋｗを、メモリ２２に
対して書き込む。
【００７２】
　次に、ＲＦタグ２０は、ステップＳ２５における書き込み処理の結果を、携帯電話３０
を介してＲＦタグ発行サーバ４０に対して送信する（ステップＳ２６，Ｓ２７）。具体的
には、まず、ＲＦタグ２０において、制御部２４は、ステップＳ２５における書き込み処
理結果を、通信部２１を介して携帯電話３０に対して送信する。携帯電話３０では、ＲＦ
タグリーダライタ３６がこの書き込み処理結果を受信し、ＣＰＵ３９が、この書き込み処
理結果を、通信部３８を介してＲＦタグ発行サーバ４０に対して送信する。そして、ＲＦ
タグ発行サーバ４０では、通信部４１が、携帯電話３０から送信された書き込み処理結果
を受信する。
【００７３】
　次に、ＲＦタグ発行サーバ４０は、書き込み完了通知を携帯電話３０に対して送信する
（ステップＳ２８）。そして、携帯電話３０は、書き込み完了表示を行う（ステップＳ２
９）。具体的には、まず、ＲＦタグ発行サーバ４０において、ＣＰＵ４２は、ステップＳ
２７において通信部４１が受信した書き込み処理結果に基づいて、書き込み完了を判断し
、その完了通知を、通信部４１を介して携帯電話３０に対して送信する。そして、携帯電
話３０では、通信部３８が、この書き込み完了通知を受信する。そして、ＣＰＵ３９は、
書き込みが完了した旨を表示部３２に表示する。
【００７４】
　以上で、このシーケンスは終了する。
【００７５】
　このように、ＲＦタグ発行システム３では、書籍１０に印刷されているバーコード１１
に基づいてＲＦタグ情報ＩＮＦを生成するようにしたので、店舗ＳのオーナーＯや店員等
は、その書籍１０に対応するＲＦタグ情報ＩＮＦを効率よく準備することができる。すな
わち、例えば、バーコード１１を用いない場合には、例えば書籍のデータベースなどで作
業者自らが書籍１０を検索し、その検索結果に基づいてＲＦタグ情報ＩＮＦを生成するた
め、検索などに手間がかかってしまう。一方、ＲＦタグ発行システム３では、バーコード
１１から商品識別情報ＩＤＣを取得し、これに基づいてＲＦタグ情報ＩＮＦを生成するた
め、効率よく作業を行うことができる。
【００７６】
　また、ＲＦタグ発行システム３では、書籍１０に印刷されているバーコード１１に基づ
いてＲＦタグ情報ＩＮＦを生成し、その場でＲＦタグ２０に対してこのＲＦタグ情報ＩＮ
Ｆを書き込むようにしたので、書籍１０ごとに独立して処理が行われるため、書籍１０と
は異なる書籍に係るＲＦタグ情報ＩＮＦがＲＦタグ２０に書き込まれるおそれを低減する
ことができる。
【００７７】
　さらに、ＲＦタグ発行システム３では、情報を書き込む前のＲＦタグ２０をあらかじめ
商品に張り付けておき、その後にバーコード１１に基づいて生成したＲＦタグ情報ＩＮＦ
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をその張り付けられたＲＦタグ２０に書き込むようにしたので、間違ったＲＦタグ２０が
書籍１０に張り付けられるおそれを低減することができる。すなわち、例えば、ＲＦタグ
情報ＩＮＦをＲＦタグ２０に書き込んだ後に書籍１０に張り付ける場合には、他の書籍に
係るＲＦタグ２０を張り付けるなど、張り付け間違えが生じるおそれがある。一方、ＲＦ
タグ発行システム３では、商品に張り付けられたＲＦタグ２０に対してＲＦタグ情報ＩＮ
Ｆを書き込むようにしたので、この張り付け間違えが生じることがない。
【００７８】
　また、ＲＦタグ発行システム３では、ＲＦタグ２０を使用するようにしたので、様々な
情報を書き込むことができる。特に、ＲＦタグ２０に店舗識別情報ＩＤＳを書き込むよう
にしたので、その書籍１０を店舗ごとに管理することが可能となる。具体的には、例えば
、以下に示すように、店舗レベルでのアフィリエイトが可能となる。
【００７９】
（販売システム５の詳細動作）
　次に、販売システム５の詳細動作について説明する。
【００８０】
　図９は、販売システム５の一動作例を表すものである。販売システム５では、まず、携
帯電話５０は、店舗Ｓにおいて、顧客Ｐの操作に基づいて、書籍１０に張り付けられたＲ
Ｆタグ２０からＲＦタグ情報ＩＮＦを取得し、このＲＦタグ情報ＩＮＦをアフィリエイト
サーバ７０に対して送信する。アフィリエイトサーバ７０は、その書籍１０を取り扱う電
子モールＭの情報の一覧を携帯電話５０に対して送信する。そして、アフィリエイトサー
バ７０は、顧客Ｐが書籍１０を購入する際に、店舗Ｓに対して報酬を支払う処理を行う。
以下にその詳細を説明する。
【００８１】
　まず、顧客Ｐは、店舗Ｓにおいて、携帯電話５０に対して、ＲＦタグ読み取り要求を行
う（ステップＳ３１）。そして、携帯電話５０は、書籍１０に張り付けられたＲＦタグ２
０からＲＦタグ情報ＩＮＦを取得する（ステップＳ３２）。具体的には、携帯電話５０で
は、アプリケーションソフトウェアが起動され、ＣＰＵ５９が、顧客Ｐによる入力部５１
の操作に基づいてＲＦタグリーダライタ５６を制御し、ＲＦタグ２０に対してＲＦタグ情
報ＩＮＦを要求する。ＲＦタグ２０では、制御部２４は、携帯電話５０から送信された要
求に基づき、メモリ２２からＲＦタグ情報ＩＮＦを読み出し、そのＲＦタグ情報ＩＮＦを
、通信部２１を介して携帯電話５０に対して送信する。そして、携帯電話５０では、ＲＦ
タグリーダライタ５６が、このＲＦタグ情報ＩＮＦを受信する。
【００８２】
　次に、顧客Ｐは、携帯電話５０に対して、書籍１０を取り扱っている店舗のリストを要
求する（ステップＳ３３）。そして、携帯電話５０は、この要求に基づいて、ＲＦタグ情
報ＩＮＦをアフィリエイトサーバ７０に対して送信する（ステップＳ３４）。具体的には
、携帯電話５０では、ＣＰＵ５９が、顧客Ｐによる入力部５１の操作に基づいて、ステッ
プＳ３２においてＲＦタグリーダライタ５６が受信したＲＦタグ情報ＩＮＦを、通信部５
８を介してアフィリエイトサーバ７０に対して送信する。そして、アフィリエイトサーバ
７０では、通信部７１が、このＲＦタグ情報ＩＮＦを受信する。
【００８３】
　次に、アフィリエイトサーバ７０は、アフィリエイト識別情報ＩＤＡを生成する（ステ
ップＳ３５）。具体的には、ＣＰＵ７２は、アフィリエイト処理を識別するためのアフィ
リエイト識別情報ＩＤＡを生成する。そして、ＣＰＵ７２は、ステップＳ３４において通
信部７１が受信したＲＦタグ情報ＩＮＦに含まれる商品識別情報ＩＤＣおよび店舗識別情
報ＩＤＳを、このアフィリエイト識別情報ＩＤＡと関連づけて、主記憶部７４に記憶する
。
【００８４】
　次に、アフィリエイトサーバ７０は、複数の電子モールサーバ６０に対して、商品識別
情報ＩＤＣを送信する（ステップＳ３６）。具体的には、ＣＰＵ７２は、ステップＳ３５
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において通信部７１が受信した商品識別情報ＩＤＣを、主記憶部７４の電子モールデータ
ベースＤＢＭに登録されている複数の電子モールサーバ６０に対して送信する。
【００８５】
　次に、各電子モールサーバ６０は、書籍１０の価格、在庫、その商品の購入ページのＵ
ＲＬなどの販売情報ＩＳを取得する（ステップＳ３７）。具体的には、各電子モールサー
バ６０は、アフィリエイトサーバ７０から送信された商品識別情報ＩＤＣに基づいて、書
籍１０を特定し、その販売情報ＩＳを取得する。そして、各電子モールサーバ６０は、こ
の販売情報ＩＳを、アフィリエイトサーバ７０に対して送信する（ステップＳ３８）。ア
フィリエイトサーバ７０では、通信部７１は、各電子モールサーバ６０から送信された販
売情報ＩＳを受信する。
【００８６】
　次に、アフィリエイトサーバ７０は、店舗リストＬを生成する（ステップＳ３９）。具
体的には、ＣＰＵ７２は、ステップＳ３８において通信部７１が受信した複数の電子モー
ルサーバ６０からの販売情報ＩＳに基づいて、書籍１０を扱っている電子モールＭの店舗
リストＬを生成する。この例では、店舗リストＬは、各電子モールＭにおけるその商品の
価格や在庫などの情報をも含んでいる。
【００８７】
　次に、アフィリエイトサーバ７０は、店舗リストＬを携帯電話５０に対して送信する（
ステップＳ４０）。具体的には、ＣＰＵ７２は、ステップＳ３９において生成した店舗リ
ストＬを、通信部７１を介して携帯電話５０に対して送信する。また、例えば、ＣＰＵ７
２は、商品識別情報ＩＤＣに基づいて、その書籍１０の詳細情報（書籍名、著者名、出版
社名、あらすじなど）を取得し、これらの情報を店舗リストＬとともに携帯電話５０に対
して送信してもよい。携帯電話５０では、通信部５８がこの店舗リストＬを受信する。
【００８８】
　次に、携帯電話５０は、店舗リストＬを表示する（ステップＳ４１）。具体的には、Ｃ
ＰＵ５９は、ステップＳ４０において通信部５８が受信した店舗リストＬを、表示部５２
に表示する。
【００８９】
　図１０は、表示部５２における店舗リストＬの表示例を表すものである。図１０に示し
たように、表示部５２は、書籍１０を取り扱っている電子モール（書店）を、在庫情報と
価格情報とともにリスト表示する。
【００９０】
　次に、顧客Ｐは、携帯電話５０に対して店舗選択の指示を行う（ステップＳ５１）。そ
して、携帯電話５０は、店舗選択指示をアフィリエイトサーバ７０に対して送信する（ス
テップＳ５２）。具体的には、まず、顧客Ｐが、図１０に示した店舗リストＬの表示画面
に基づいて、書籍１０を購入したい店舗の選択を行う。携帯電話５０では、ＣＰＵ５９は
、顧客Ｐによる入力部３１の操作に基づき、店舗選択指示を、通信部５８を介してアフィ
リエイトサーバ７０に対して送信する。アフィリエイトサーバ７０では、通信部７１がこ
の店舗選択指示を受信する。
【００９１】
　次に、アフィリエイトサーバ７０は、商品購入ページのＵＲＬおよびアフィリエイト識
別情報ＩＤＡを携帯電話５０に対して送信する（ステップＳ５３）。そして、携帯電話５
０は、これらの情報を、選択された店舗に対応する電子モールサーバ６０Ａに対してリダ
イレクトする（ステップＳ５４）。具体的には、ＣＰＵ７２は、ステップＳ５２において
通信部７１が受信した店舗選択指示、およびステップＳ３８において通信部７１が受信し
た販売情報ＩＳに基づいて、選択された店舗（この例では電子モールサーバ６０Ａ）にお
ける、商品購入ページのＵＲＬを取得する。そして、ＣＰＵ７２は、この商品購入ページ
のＵＲＬを、アフィリエイト識別情報ＩＤＡとともに、通信部７１を介して携帯電話５０
に対して送信する。携帯電話５４では、通信部５８が、商品購入ページのＵＲＬおよびア
フィリエイト識別情報ＩＤＡを受信する。そして、ＣＰＵ５９は、電子モールサーバ６０
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Ａに対して、その商品購入ページを要求するとともに、アフィリエイト識別情報ＩＤＡを
送信する。
【００９２】
　次に、電子モールサーバ６０Ａは、アフィリエイト識別情報ＩＤＡを確認する（ステッ
プＳ５５）。これにより、電子モールサーバ６０Ａは、アフィリエイトサーバ７０を介し
た販売であることを認識することができる。
【００９３】
　次に、電子モールサーバ６０Ａは、商品購入ページを携帯電話５０に対して送信する（
ステップＳ５６）。携帯電話５０では、通信部５８がこの商品購入ページを受信する。
【００９４】
　次に、携帯電話５０は、その商品購入ページを表示する（ステップＳ５７）。具体的に
は、ＣＰＵ５９は、ステップＳ５６において通信部５８が受信した商品購入ページを、例
えば図１１に示したように、表示部５２に表示する。
【００９５】
　電子モールサーバ６０Ａは、ステップＳ５６において、商品購入ページを携帯電話５０
に送信した後に、このアフィリエイトに対する報酬支払要求を、アフィリエイト識別情報
ＩＤＡとともにアフィリエイトサーバ７０に対して送信する（ステップＳ５８）。そして
、アフィリエイトサーバ７０では、通信部７１がこの報酬支払要求およびアフィリエイト
識別情報ＩＤＡを受信する。
【００９６】
　次に、アフィリエイトサーバ７０は、店舗Ｓに対してアフィリエイトの報酬を支払う処
理を行う（ステップＳ５９）。具体的には、ＣＰＵ７２は、ステップＳ５８において通信
部７１が受信した報酬支払要求およびアフィリエイト識別情報ＩＤＡに基づいて、主記憶
部７４において記憶されている、アフィリエイト識別情報ＩＤＡに関連づけられた店舗識
別情報ＩＤＳ（店舗Ｓ）を取得する。そして、ＣＰＵ７２は、店舗Ｓに対して報酬の支払
い処理を行う。
【００９７】
　以上で、このシーケンスは終了する。
【００９８】
　このように、電子商取引システム１では、ＲＦタグ２０に店舗識別情報ＩＤＳを書き込
むようにしたので、例えば、顧客Ｐが他の店舗で書籍１０を購入する場合でも、その購入
の契機を与えた店舗Ｓに対して報酬の支払いを行うことができる。
【００９９】
［効果］
　以上のように本実施の形態では、商品に印刷されているバーコードに基づいてＲＦタグ
情報を生成するようにしたので、その商品に対応するＲＦタグ情報を効率よく準備するこ
とができる。
【０１００】
　また、本実施の形態では、商品に印刷されているバーコードに基づいてＲＦタグ情報を
生成し、その場でＲＦタグに対してこのＲＦタグ情報を書き込むようにしたので、商品ご
とに独立して処理を行うことができるため、異なる商品に係るＲＦタグ情報がＲＦタグに
書き込まれるおそれを低減することができる。
【０１０１】
　また、本実施の形態では、情報を書き込む前のＲＦタグをあらかじめ商品に張り付けて
おき、その後にバーコードに基づいて生成したＲＦタグ情報をそのＲＦタグに書き込むよ
うにしたので、間違ったＲＦタグが商品に張り付けられるおそれを低減することができる
。
【０１０２】
　また、本実施の形態では、ＲＦタグに店舗識別情報を書き込むようにしたので、例えば
、顧客が他の店舗で商品を購入する場合でも、その購入の契機を与えた店舗に対して報酬
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の支払いを行うことができる。
【０１０３】
［変形例１－１］
　上記実施の形態では、ＲＦタグを発行する際、図８に示したように、ＲＦタグ発行サー
バ４０は、商品識別情報ＩＤＣおよび店舗識別情報ＩＤＳと、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲと
を、携帯電話３０から別々に取得したが（ステップＳ４，Ｓ８）、これに限定されるもの
ではなく、これに代えて、例えば、図１２に示したように、商品識別情報ＩＤＣ、店舗識
別情報ＩＤＳ、およびＲＦタグ識別情報ＩＤＲを、同時に取得してもよい（ステップＳ８
Ａ）。また、上記実施の形態では、図８に示したように、ＲＦタグ発行サーバ４０は、オ
ーナーＯによるＲＦタグ発行要求（ステップＳ２１）に基づいてＲＦタグを発行したが、
これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、図１２に示したように、オーナ
ーＯによるＲＦタグ発行要求を必要とすることなくＲＦタグを発行してもよい。
【０１０４】
［変形例１－２］
　上記実施の形態では、ＲＦタグ情報ＩＮＦは、商品識別情報ＩＤＣおよび店舗識別情報
ＩＤＳを含むものとしたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えばＲＦ
タグ情報ＩＮＦには店舗識別情報ＩＤＳは含まず、ＲＦタグ発行サーバがこの店舗識別情
報ＩＤＳを記憶するようにしてもよい。以下に、その詳細を説明する。なお、上記実施の
形態に係る電子商取引システム１と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、適宜
説明を省略する。
【０１０５】
　図１３は、この変形例に係るＲＦタグ２０Ｂの一構成例を表すものである。ＲＦタグ２
０Ｂは、メモリ２２Ｂを有している。メモリ２２Ｂは、ＲＦタグ情報ＩＮＦを記憶するも
のである。このＲＦタグ情報ＩＮＦは、上記実施の形態に係るＲＦタグ情報ＩＮＦ（図２
）とは異なり、店舗識別情報ＩＤＳを含まないものである。
【０１０６】
　図１４は、この変形例に係るＲＦタグ発行サーバ４０Ｂの一構成例を表すものである。
ＲＦタグ発行サーバ４０Ｂは、主記憶部４４Ｂを有している。主記憶部４４Ｂは、ＲＦタ
グ識別情報データベースＤＢＲに加え、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲおよび店舗識別情報ＩＤ
Ｓを記憶している。このＲＦタグ識別情報ＩＤＲおよび店舗識別情報ＩＤＳは、互いに関
連づけて記憶されている。
【０１０７】
　ここで、ＲＦタグリーダライタ３６は、本開示における「書込部」および「第２の読取
部」の一具体例に対応する。ＲＦタグ発行サーバ４０は、本開示における「記憶タグ発行
サーバ」、「業者識別サーバ」、「記憶タグ発行端末の第１のサーバ」および「記憶タグ
発行端末の第２のサーバ」の一具体例に対応する。通信部７１は、本開示における「第１
の受信部」および「第２の受信部」の一具体例に対応する。
【０１０８】
　図１５は、本変形例におけるＲＦタグ発行システムでのＲＦタグの発行の一動作例を表
すものである。図１５では、上記実施の形態に係るＲＦタグ発行システム３の場合（図８
）に対して、ステップＳ１５が追加されるとともに、ステップＳ１０がステップＳ１０Ｂ
に変更されている。
【０１０９】
　ステップＳ１５では、ＲＦタグ発行サーバ４０Ｂは、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲと、店舗
識別情報ＩＤＳとを関連付けて登録する。具体的には、ＣＰＵ４２は、ステップＳ８にお
いて通信部４１が受信したＲＦタグ識別情報ＩＤＲと、ステップＳ４において通信部４１
が受信した店舗識別情報ＩＤＳとを関連づけて、主記憶部４４Ｂに記憶する。
【０１１０】
　次に、ステップＳ１０Ｂにおいて、ＲＦタグ発行サーバ４０Ｂは、ＲＦタグ情報ＩＮＦ
を生成する。具体的には、ＣＰＵ４２は、ステップＳ４において通信部４１が受信した商
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品識別情報ＩＤＣに基づいて、ＲＦタグ情報ＩＮＦを生成する。すなわち、ＲＦタグ情報
ＩＮＦは、店舗識別情報ＩＤＳを含まないものである。
【０１１１】
　図１６は、本変形例における販売システムの一動作例を表すものである。図１５では、
上記実施の形態に係るＲＦタグ発行システム３の場合（図８）に対して、ステップＳ４５
，Ｓ４６が追加されるとともに、ステップＳ３２がステップＳ３２Ｂに変更され、ステッ
プＳ３４がステップＳ３４Ｂに変更されている。
【０１１２】
　ステップＳ３２Ｂでは、携帯電話５０は、書籍１０に張り付けられたＲＦタグ２０から
、ＲＦタグ情報ＩＮＦおよびＲＦタグ識別情報ＩＤＲを取得する。
【０１１３】
　ステップＳ３４Ｂでは、携帯電話５０は、ＲＦタグ情報ＩＮＦおよびＲＦタグ識別情報
ＩＤＲを、アフィリエイトサーバ７０に対して送信する。
【０１１４】
　ステップＳ４５では、アフィリエイトサーバ７０は、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲを、ＲＦ
タグ発行サーバ４０Ｂに対して送信する。具体的には、ＣＰＵ７２は、ステップＳ３４Ｂ
において通信部７１が受信したＲＦタグ識別情報ＩＤＲを、通信部７１を介してＲＦタグ
発行サーバ４０Ｂに対して送信する。そして、ＲＦタグ発行サーバ４０Ｂでは、通信部４
１がこのＲＦタグ識別情報ＩＤＲを受信する。
【０１１５】
　次に、ステップＳ４６において、ＲＦタグ発行サーバ４０Ｂは、店舗識別情報ＩＤＳを
、アフィリエイトサーバ７０に対して送信する。具体的には、ＣＰＵ４２は、主記憶部４
４Ｂにおいて互いに関連づけて記憶されたＲＦタグ識別情報ＩＤＲおよび店舗識別情報Ｉ
ＤＳに基づいて、ステップＳ４５において通信部４１が受信したＲＦタグ識別情報ＩＤＲ
に対応する店舗識別情報ＩＤＳを取得する。そして、ＣＰＵ４２は、その店舗識別情報Ｉ
ＤＳを、通信部４１を介してアフィリエイトサーバ７０に対して送信する。アフィリエイ
トサーバ７０では、通信部７１がこの店舗識別情報ＩＤＳを受信する。
【０１１６】
　このように、本変形例では、ＲＦタグ発行サーバ４０Ｂが、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲと
店舗識別情報ＩＤＳとを関連づけて登録したので、ＲＦタグ情報ＩＮＦに店舗識別情報Ｉ
ＤＳが含まれていなくても、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲに基づいて、店舗識別情報ＩＤＳを
取得することができ、上記実施の形態と同様の効果を得ることができる。なお、この例で
は、ＲＦタグ発行サーバ４０Ｂが、ＲＦタグ識別情報ＩＤＲと店舗識別情報ＩＤＳとを関
連づけて登録したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、ＲＦタグ
識別情報ＩＤＲと店舗識別情報ＩＤＳとを関連づけて登録する専用のサーバを別に設けて
、ＲＦタグ発行４０Ｂおよびアフィリエイトサーバ７０がこの専用のサーバとこれらのデ
ータのやり取りを行うようにしてもよい。
【０１１７】
［変形例１－３］
　上記実施の形態では、ＲＦタグ発行サーバ４０がＲＦタグ情報ＩＮＦを生成したが、こ
れに限定されるものではなく、これに代えて、携帯電話３０がこのＲＦタグ情報ＩＮＦを
生成してもよい。以下にその詳細を説明する。
【０１１８】
　図１７は、本変形例に係る電子商取引システム１Ｃの一構成例を表すものである。電子
商取引システム１Ｃは、ＲＦタグ発行システム３Ｃを備えている。ＲＦタグ発行システム
３Ｃは、携帯電話３０Ｃを有している。携帯電話３０Ｃは、バーコード１１に基づいて、
ＲＦタグ情報ＩＮＦを生成し、そのＲＦタグ情報ＩＮＦをＲＦタグ２０に対して書き込む
ことによりＲＦタグを発行するものである。
【０１１９】
　図１８は、携帯電話３０Ｃの一構成例を表すものである。携帯電話３０Ｃは、ＣＰＵ３
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９Ｃを有している。ＣＰＵ３９Ｃは、携帯電話３０Ｃの各ブロックを制御するとともに、
ＲＦタグ情報生成モジュールＭＯＤを実行する機能を有している。このＲＦタグ情報生成
モジュールＭＯＤは、上記実施の形態に係るＲＦタグ発行サーバ４０のＣＰＵ４２が実行
するものと同様のものであり、商品識別情報ＩＤＣおよび店舗識別情報ＩＤＳに基づいて
ＲＦタグ情報ＩＮＦを生成するものである。ここで、ＲＦタグ情報生成モジュールＭＯＤ
は、本開示における「タグ情報生成部」の一具体例に対応する。
【０１２０】
　図１９は、本変形例に係るＲＦタグ発行システム３ＣにおけるＲＦタグの発行の一動作
例を表すものである。
【０１２１】
　まず、オーナーＯは、携帯電話３０Ｃに対して、バーコード読み取り要求を行う（ステ
ップＳ１）。そして、携帯電話３０Ｃは、書籍１０に印刷されたバーコード１１から商品
識別情報ＩＤＣを取得する（ステップＳ２）。これらのステップは、上記実施の形態に係
る電子商取引システム１の場合（図８のステップＳ１，Ｓ２）と同様である。
【０１２２】
　次に、携帯電話３０Ｃは、ＲＦタグ情報ＩＮＦを生成する（ステップＳ１０Ｃ）。具体
的には、ＲＦタグ情報生成モジュールＭＯＤは、ステップＳ２において通信部３８が受信
した商品識別情報ＩＤＣ、および、メモリ３７が記憶している店舗識別情報ＩＤＳに基づ
いて、ＲＦタグ情報ＩＮＦを生成する。
【０１２３】
　次に、携帯電話３０Ｃは、ＲＦタグ情報ＩＮＦおよび書き込み用の鍵情報Ｋｗを、書籍
１０に張り付けられたＲＦタグ２０に対して送信する（ステップＳ２４）。ＲＦタグ２０
は、ＲＦタグ情報ＩＮＦおよび書き込み用の鍵情報Ｋｗの書き込み処理を行う（ステップ
Ｓ２５）。次に、ＲＦタグ２０は、ステップＳ２５における書き込み処理の結果を、携帯
電話３０Ｃに対して送信する（ステップＳ２６）。そして、携帯電話３０は、書き込み完
了表示を行う（ステップＳ２９）。これらのステップは、上記実施の形態に係る電子商取
引システム１の場合（図８のステップＳ２４～Ｓ２６，Ｓ２９）と同様である。
【０１２４】
　次に、ＲＦタグの発行に引き続いて、書き換え禁止処理を行う場合の例を説明する。こ
の書き換え禁止処理は、ＲＦタグ２０に書き込まれたＲＦタグ情報ＩＮＦが書き換えられ
ないようにするためのものである。
【０１２５】
　オーナーＯは、携帯電話３０Ｃに対して、書き換え禁止処理要求を行う（ステップＳ６
１）。そして、携帯電話３０Ｃは、書き換え禁止処理要求をＲＦタグ２０に対して送信す
る（ステップＳ６２）。具体的には、携帯電話３０Ｃでは、ＣＰＵ３９が、オーナーＯか
らの指示に基づいて、書き換え禁止処理要求を、通信部３８を介してＲＦタグ２０に対し
て送信する。ＲＦタグ２０では、通信部２１がこの書き換え禁止処理要求を受信する。
【０１２６】
　次に、ＲＦタグ２０は、書き換え禁止処理を行う（ステップＳ６３）。具体的には、制
御部２４は、メモリ２２に対して、ＲＦタグ情報ＩＮＦが書き換えられないようにするた
めの処理を行う。
【０１２７】
　次に、ＲＦタグ２０は、携帯電話３０Ｃに対して、書き換え禁止処理の完了通知を送信
する（ステップＳ６４）。具体的には、制御部２４は、書き換え禁止処理の完了通知を、
通信部２１を介して携帯電話３０Ｃに対して送信する。携帯電話３０Ｃでは、通信部３８
が、この書き換え禁止処理完了通知を受信する。
【０１２８】
　次に、携帯電話３０Ｃは、オーナーＯに対して、書き換え禁止処理完了通知を行う（ス
テップＳ６５）。具体的には、ＣＰＵ３９は、書き換え禁止処理が完了した旨を表示部３
２に表示する。
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【０１２９】
　以上でこのシーケンスは終了する。
【０１３０】
　なお、本変形例に係る販売システムおよびその動作については、上記実施の形態に係る
販売システム５と同様である。
【０１３１】
［変形例１－４］
　上記実施の形態では、アフィリエイトサーバ７０は、電子モールサーバ６０Ａが顧客Ｐ
の携帯電話５０に対して商品購入ページを送信したことに基づいて、アフィリエイト報酬
を支払うようにしたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、顧客Ｐ
が実際に商品を購入したことに基づいてアフィリエイト報酬を支払うようにしてもよい。
【０１３２】
［変形例１－５］
　上記実施の形態では、書籍１０にＲＦタグ２０を張り付けたが、これに限定されるもの
ではなく、これに代えて、図２０（Ａ）に示したように、バーコード２８が印刷されたＲ
Ｆタグ２０Ｄを張り付けてもよいし、図２０（Ｂ）に示したように、２次元コード２９が
印刷されたＲＦタグ２０Ｅを張り付けてもよい。２次元コード２９は、バーコードとは異
なり、印刷面内における互いに交差する２つの方向において情報を有するものであり、例
えば、ＱＲコード（登録商標）などが使用可能である。
【０１３３】
　ＲＦタグ２０Ｄ（図２０（Ａ））においては、例えば、バーコード２８は、書籍１０に
印刷されているバーコード１１と同じものであってもよいし、異なるものであってもよい
。また、ＲＦタグ２０Ｄのバーコード２８や、ＲＦタグ２０Ｅの２次元コード２９は、例
えば、バーコード１１の商品識別情報ＩＤＣに加え、店舗識別情報ＩＤＳを有するように
してもよいし、さらに、その書籍１０に関する他の情報を有するようにしてもよい。これ
により、例えば、顧客９０の携帯電話５０がＲＦタグリーダライタ５６を有していない場
合であっても、カメラ５５を用いてこのバーコード２８や２次元コード２９から商品識別
情報ＩＤＣおよび店舗識別情報ＩＤＳを取得することにより、上記実施の形態と同様の効
果を得ることができる。
【０１３４】
［変形例１－６］
　上記実施の形態では、販売用の商品（書籍１０）にＲＦタグ２０を張り付けたが、これ
に限定されるものではなく、これに代えて、例えば、レンタル用の商品にＲＦタグ２０を
張り付けてもよい。具体的には、例えば、レンタルビデオ店において陳列されているレン
タル用のビデオカセットやＤＶＤ（登録商標）などにＲＦタグ２０を張り付けてもよい。
この場合でも、例えば、顧客Ｐが、あるレンタルビデオ店において興味を持ったＤＶＤを
、同じレンタルビデオチェーンの他の店舗において借りた場合において、そのレンタルの
契機を与えた店舗に対して報酬の支払いを行うことができる。
【０１３５】
＜２．第２の実施の形態＞
　次に、第２の実施の形態に係る広告システム８について説明する。本実施の形態は、上
記第１の実施の形態に係るＲＦタグ発行システム３により発行され、ポスターに張り付け
られたＲＦタグ２０を用いて、広告を行うものである。なお、上記第１の実施の形態に係
る電子商取引システム１と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、適宜説明を省
略する。
【０１３６】
［構成例］
　図２１は、広告システム８の一構成例を表すものである。広告システム８は、広告シス
テム８Ａ，８Ｂを備えている。
【０１３７】



(22) JP 2012-168774 A 2012.9.6

10

20

30

40

50

　広告システム８Ａは、ポスター８０と、携帯電話５０と、広告サーバ９０とを有してい
る。広告システム８Ａは、ポスター８０を見て興味を持った顧客Ｐが、携帯電話５０を用
いて広告サーバ９０から広告データＡＤを得るものである。
【０１３８】
　ポスター８０は、この例では、駅Ｂの掲示板に張り付けられた広告用ポスターである。
ポスター８０には、図２１に示したように、バーコード１１が印刷されるとともに、ＲＦ
タグ２０が張り付けられている。バーコード１１は、そのポスターの広告を識別するため
の広告識別情報ＩＤＤを有するものである。ＲＦタグ２０は、上記第１の実施の形態と同
様に、ＲＦタグ情報ＩＮＦを記憶するとともに、非接触通信により携帯電話５０との間で
ＲＦタグ情報ＩＮＦなどのやり取りを行うものである。ここで、ＲＦタグ情報ＩＮＦは、
この例では、広告識別情報ＩＤＤ、およびその広告が掲示されている駅を識別するための
広告掲示者識別情報ＩＤＰを含むものである。このＲＦタグ情報ＩＮＦは、上記第１の実
施の形態の場合と同様に、携帯電話３０によってＲＦタグが発行される際に、ＲＦタグ２
０に記憶されるものである。すなわち、広告識別情報ＩＤＤは、上記第１の実施の形態に
おける商品識別情報ＩＤＣに対応するものであり、広告掲示者識別情報ＩＤＰは、上記第
１の実施の形態における店舗識別情報ＩＤＰに対応するものである。なお、この例では、
ポスターは駅の掲示板に掲示されているものとしたが、これに限定されるものではなく、
どのような場所に掲示されていてもよい。
【０１３９】
　携帯電話５０は、ポスター１０に興味を持った顧客Ｐが使用する端末であり、その構成
は、図５に示したものと同様である。
【０１４０】
　広告サーバ９０は、顧客Ｐ（携帯電話５０）などから供給された広告識別情報ＩＤＤに
基づいて、携帯電話５０などに対して広告データＡＤを供給するとともに、駅Ｂの運営業
者に対して報酬を支払う処理（アフィリエイト処理）を行う機能を有している。
【０１４１】
　図２２は、広告サーバ９０の一構成例を表すものである。広告サーバ９０は、通信部９
１と、ＣＰＵ９２と、メモリ９３と、主記憶部９４とを有している。
【０１４２】
　通信部９１は、図示しないインターネットおよび携帯電話の基地局を介して、携帯電話
５０との間で通信するためのネットワークインタフェースである。ＣＰＵ９２は、アフィ
リエイト処理を行うものである。メモリ９３は、ＣＰＵ９２が処理を行う際の一時的な情
報を記憶するものである。
【０１４３】
　主記憶部９４は、ＣＰＵ９２が処理を行うためのプログラムが格納されているものであ
る。また、主記憶部９４は、携帯電話５０などに送信する広告データＡＤを記憶した広告
データベースＤＢＤを有している。ここで、広告データベースＤＢＤは、この例では、広
告データＡＤそのものを有するものとしたが、これに限定されるものではなく、これに代
えて、例えば、広告データＡＤを配信するサーバのＵＲＬを有するものであってもよい。
この場合、広告サーバ９０は、携帯電話５０からの要求に応じて、広告データＡＤを配信
するサーバのＵＲＬを送信し、携帯電話５０は、このＵＲＬに基づいて、その広告データ
ＡＤの配信を受けることができる。さらに、主記憶部９４は、顧客Ｐを識別するためのユ
ーザ識別情報ＩＤＵと、広告識別情報ＩＤＤと、広告掲示者識別情報ＩＤＰとを関連づけ
て記憶する機能も有している。このユーザ識別情報ＩＤＵは、広告システム８において、
あらかじめユーザ登録を行う際に広告サーバ９０により発行されるものである。
【０１４４】
　広告システム８Ｂは、録画再生装置１１０と、表示装置１００と、広告サーバ９０とを
有している。広告システム８Ｂは、この例では、顧客Ｐが、家庭において、広告システム
８Ａによって広告サーバ９０に蓄積された広告識別情報ＩＤＤなどに基づいて、広告デー
タＡＤを視聴するものである。
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【０１４５】
　録画再生装置１１０は、映像を録画し、あるいはその録画した映像を再生するものであ
る。
【０１４６】
　図２３は、録画再生装置１１０の一構成例を表すものである。録画再生機器１１０は、
通信部１１１と、インターフェース部１１２と、チューナ部１１３と、主記憶部１１４と
、ドライブ１１５と、入力部１１６と、ＣＰＵ１１７と、メモリ１１８とを有している。
通信部１１１は、図示しないインターネットを介して、広告サーバ９０との間で通信する
ためのネットワークインタフェースである。インターフェース部１１２は、表示装置１０
０とのインターフェースであり、例えばＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interfa
ce）などが適用可能である。チューナ部１１３は、テレビジョン放送を受信するものであ
る。主記憶部１１４は、チューナ部１１３が受信したテレビジョン放送を記憶するもので
あり、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）が使用可能である。ドライブ１１５は、図示
しない外部記憶媒体を駆動するためのものである。外部記憶媒体としては、例えば、Blu-
ray Disc（登録商標）などが使用可能である。入力部１１６は、顧客Ｐが情報を入力する
ための入力インターフェースである。ＣＰＵ１１７は、これらのブロックを制御するもの
である。メモリ１１８は、ＣＰＵ１１７が処理を行う際の一時的な情報を記憶するもので
ある。
【０１４７】
　表示装置１００は、映像を表示するものであり、この例では、テレビジョン受像機であ
る。また、表示装置１００は、録画再生装置１１０と接続され、録画再生機器１１０から
供給された映像信号に基づいて、映像を表示することができるようになっている。
【０１４８】
　ここで、ポスター８０は、本開示における「広告媒体」の一具体例に対応する。ＲＦタ
グ２０は、本開示における「記憶タグ」の一具体例に対応する。通信部２１は、本開示に
おける「送信部」の一具体例に対応する。録画再生装置１１０は、本開示における「顧客
端末」の一具体例に対応する。広告サーバ９０は、本開示における「広告サーバ」の一具
体例に対応する。通信部９１は、本開示における「第１の受信部」の一具体例に対応する
。ＣＰＵ９２は、本開示における「処理部」の一具体例に対応する。
【０１４９】
［動作および作用］
　次に、広告システム８Ａ，８Ｂの詳細動作について説明する。
【０１５０】
（広告システム８Ａの詳細動作）
　図２４は、広告システム８Ａの一動作例を表すものである。広告システム８Ａでは、ま
ず、駅Ｂにおいて、顧客Ｐの操作に基づいて、ポスター８０に張り付けられたＲＦタグ２
０からＲＦタグ情報ＩＮＦを取得し、このＲＦタグ情報ＩＮＦを広告サーバ９０に対して
送信する。そして、広告サーバ９０は、そのポスター８０に係る広告データＡＤを、携帯
電話５０に対して送信する。以下に、その詳細を説明する。
【０１５１】
　まず、顧客Ｐは、駅Ｂにおいて、携帯電話５０に対して、ＲＦタグ読み取り要求を行う
（ステップＳ７１）。そして、携帯電話５０は、ポスター８０に張り付けられたＲＦタグ
２０からＲＦタグ情報ＩＮＦを取得する（ステップＳ７２）。具体的には、携帯電話５０
では、アプリケーションソフトウェアが起動され、ＣＰＵ５９が、顧客Ｐによる入力部５
１の操作に基づいてＲＦタグリーダライタ５６を制御し、ＲＦタグ２０に対してＲＦタグ
情報ＩＮＦを要求する。ＲＦタグ２０では、制御部２４は、携帯電話５０から送信された
要求に基づき、メモリ２２からＲＦタグ情報ＩＮＦを読み出し、そのＲＦタグ情報ＩＮＦ
を、通信部２１を介して携帯電話５０に対して送信する。そして、携帯電話５０では、Ｒ
Ｆタグリーダライタ５６がこのＲＦタグ情報ＩＮＦを受信する。
【０１５２】
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　次に、顧客Ｐは、携帯電話５０に対して、ポスター８０に係る広告データＡＤの表示要
求を行う（ステップＳ７３）。そして、携帯電話５０は、この要求に基づいて、ユーザ識
別情報ＩＤＵおよびＲＦタグ情報ＩＮＦを、広告サーバ９０に対して送信する（ステップ
Ｓ７４）。具体的には、携帯電話５０では、ＣＰＵ５９が、顧客Ｐの操作に基づいて、ス
テップＳ７２においてＲＦタグリーダライタ５６が受信したＲＦタグ情報ＩＮＦを、ユー
ザ識別情報ＩＤＵとともに、通信部５８を介して広告サーバ９０に対して送信する。そし
て、広告サーバ９０では、通信部９１がこのユーザ識別情報ＩＤＵおよびＲＦタグ情報Ｉ
ＮＦを受信する。
【０１５３】
　次に、広告サーバ９０は、ユーザ識別情報ＩＤＵ、広告識別情報ＩＤＤ、および広告掲
示者識別情報ＩＤＰを関連付けて記憶する（ステップＳ７５）。具体的には、ＣＰＵ９２
は、ステップＳ７４において受信部９１が受信したユーザ識別情報ＩＤＵと、ＲＦタグ情
報ＩＮＦに含まれる広告識別情報ＩＤＤおよび広告掲示者識別情報ＩＤＰとを関連づけて
、主記憶部９４に記憶する。
【０１５４】
　次に、広告サーバ９０は、広告データＡＤを携帯電話５０に対して送信する（ステップ
Ｓ７６）。具体的には、ＣＰＵ９２は、ステップＳ７４において受信部９１が受信した広
告識別情報ＩＤＤに基づいて、主記憶部９４の広告データベースＤＢＤを検索し、その広
告識別情報ＩＤＤに対応する広告データＡＤ（例えばその商品のホームページのデータ）
を取得する。そして、ＣＰＵ９２は、その取得した広告データＡＤを、通信部９１を介し
て携帯電話５０に対して送信する。携帯電話５０では、通信部５８が、この広告データＡ
Ｄを受信する。
【０１５５】
　このとき、広告サーバ９０は、この広告データＡＤに加えて、他の広告情報をも送信す
るようにしてもよい。他の広告情報としては、例えば、この広告データＡＤに係る商品を
取り扱っている店舗の情報であってもよい。この場合、広告サーバ９０は、広告識別情報
ＩＤＤによりその商品を特定し、図示しない店舗のデータベースを用いて検索することに
より、この店舗情報を得ることができる。また、他の広告情報は、例えば、顧客Ｐの現在
の所在地の周辺における店舗の情報であってもよい。この場合、広告サーバ９０は、広告
識別情報ＩＤＤによりその商品を特定するとともに、広告掲示者識別情報ＩＤＰに基づい
て所在地（駅Ｂ）を特定することにより、図示しない店舗のデータベースを用いて検索す
ることにより、この店舗情報を得ることができる。
【０１５６】
　次に、携帯電話５０は、広告データＡＤを表示する（ステップＳ７７）。具体的には、
ＣＰＵ５９は、ステップＳ７６において通信部５８が受信した広告データＡＤを、表示部
５２に表示する。
【０１５７】
　以上で、このシーケンスは終了する。
【０１５８】
　顧客Ｐは、このように、駅や街角に掲示された様々なポスターを見て興味を持つと、携
帯電話５０を操作して、そのポスターからＲＦタグ情報ＩＮＦを取得し、そのＲＦタグ情
報ＩＮＦを広告サーバ９０に送信する。このようにして、広告サーバ９０には、顧客Ｐに
対応するユーザ識別情報ＩＤＵと関連づけられた、多くのＲＦタグ情報ＩＮＦが蓄積され
る。
【０１５９】
（広告システム８Ｂの詳細動作）
　次に、このようにして広告サーバ９０に蓄積されたＲＦタグ情報ＩＮＦに基づく、広告
システム８Ｂの詳細動作について説明する。
【０１６０】
　図２５は、広告システム８Ｂの一動作例を表すものである。広告システム８Ｂでは、ま
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ず、顧客Ｐからの要求に応じて、広告サーバ９０に蓄積されたＲＦタグ情報ＩＮＦに基づ
いて、広告データリストを生成し、録画再生装置１１０に対して送信する。そして、広告
サーバ９０は、録画再生装置１１０において選択された広告データＡＤを、録画再生装置
１１０に対して送信する。以下に、その詳細を説明する。
【０１６１】
　まず、顧客Ｐは、録画再生装置１１０において、ユーザ識別情報ＩＤＵを入力する（ス
テップＳ８１）。そして、録画再生装置１１０は、広告サーバ９０に対して、ユーザ識別
情報ＩＤＵを送信する（ステップＳ８２）。具体的には、録画再生装置１１０では、ＣＰ
Ｕ１１７は、オーナーＯが入力部３１を操作して入力したユーザ識別情報ＩＤＵを、通信
部１１１を介して広告サーバ９０に対して送信する。そして、広告サーバ９０では、通信
部９１がこのユーザ識別情報ＩＤＵを受信する。
【０１６２】
　次に、広告サーバ９０は、広告データリストＬＡＤを生成する（ステップＳ８３）。具
体的には、ＣＰＵ９２は、ステップＳ８２において通信部９１が受信したユーザ識別情報
ＩＤＵに基づいて、主記憶部９４に記憶された、ユーザ識別情報ＩＤＵに関連づけられた
複数の広告識別情報ＩＤＤを取得する。そして、ＣＰＵ９２は、その取得した複数の広告
識別情報ＩＤＤに基づいて、広告データベースＤＢＤを検索することにより、複数の広告
データＡＤを取得し、その広告データリストＬＡＤを生成する。
【０１６３】
　ここで、広告データＡＤは、広告システム８Ａの場合（図２４）における広告データＡ
Ｄと同じものであってもよいし、異なったものであってもよい。例えば、広告システム８
Ａでは、広告データＡＤをホームページのデータとし、一方、この広告システム８Ｂでは
、広告データＡＤを動画データとすることが可能である。
【０１６４】
　次に、広告サーバ９０は、広告データリストＬＡＤを録画再生装置１１０に対して送信
する（ステップＳ８４）。具体的には、ＣＰＵ９２は、ステップＳ８３において生成した
広告データリストＬＡＤを、通信部９１を介して録画再生装置１１０に対して送信する。
録画再生装置１１０では、通信部１１１がこの広告データリストＬＡＤを受信する。
【０１６５】
　次に、録画再生装置１１０は、広告データリストＬＡＤを表示する（ステップＳ８５）
。具体的には、ＣＰＵ１１７は、ステップＳ８４において通信部１１１が受信した広告デ
ータリストＬＡＤを、インターフェース部１１２を介して表示装置１００に対して送信し
、表示装置１００がその広告データリストＬＡＤを表示する。
【０１６６】
　次に、顧客Ｐは、録画再生装置１１０に対して広告データＡＤの選択指示を行う（ステ
ップＳ８６）。そして、録画再生装置１１０は、広告データ選択指示を広告サーバ９０に
対して送信する（ステップＳ８７）。具体的には、まず、顧客Ｐが、表示装置１００に表
示された広告データリストＬＡＤに基づいて、視聴したい広告データＡＤの選択を行う。
録画再生装置１１０では、ＣＰＵ１１７は、顧客Ｐによる入力部１１６の操作に基づき、
この広告データ選択指示を、通信部１１１を介して広告サーバ９０に対して送信する。広
告サーバ９０では、通信部９１がこの広告データ選択指示を受信する。
【０１６７】
　次に、広告サーバ８８は、録画再生装置１１０に対して広告データＡＤを送信する（ス
テップＳ８８）。具体的には、ＣＰＵ９２は、ステップＳ８７において通信部９１が受信
した広告データ選択指示に基づいて、主記憶部９４の広告データベースＤＢＤを検索し、
広告データＡＤ（例えば動画データ）を取得する。そして、ＣＰＵ９２は、その取得した
広告データＡＤを、通信部９１を介して録画再生装置１１０に対して送信する。録画再生
装置１１０では、通信部１１１が、広告サーバ９０から送信された広告データＡＤを受信
する。
【０１６８】
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　次に、録画再生装置１１０は、広告データＡＤを表示する（ステップＳ８９）。具体的
には、ＣＰＵ１１７は、ステップＳ８８において通信部１１１が受信した広告データＡＤ
を、インターフェース部１１２を介して表示装置１００に送信する。そして、表示装置１
００は、この広告データＡＤを表示する。
【０１６９】
　次に、広告サーバ９０は、駅Ｂの運営業者に対してアフィリエイトの報酬を支払う処理
を行う（ステップＳ９０）。具体的には、ＣＰＵ９２は、ステップＳ８７において通信部
９１が受信した広告データ選択指示（広告識別情報ＩＤＤ）に基づいて、主記憶部９４に
記憶されている、広告識別情報ＩＤＤに関連づけられた広告掲示者識別情報ＩＤＰ（駅Ｂ
）を取得する。そして、ＣＰＵ９２は、駅Ｂの運営業者に対して報酬の支払い処理を行う
。
【０１７０】
　以上で、このシーケンスは終了する。
【０１７１】
［効果］
　以上のように本実施の形態では、広告用のポスターに広告識別情報と広告掲示者識別情
報を記憶したＲＦタグを張り付けるようにしたので、顧客がそのポスターに係る商品に興
味を持った際に、その広告の掲示者に対して報酬の支払いを行うことができる。その他の
効果は、上記第１の実施の形態の場合と同様である。
【０１７２】
［変形例２－１］
　上記実施の形態では、ＲＦタグ情報は、広告識別情報ＩＤＤおよび広告掲示者識別情報
ＩＤＰを含むものとしたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、上
記第１の実施の形態の変形例１－２の場合と同様に、ＲＦタグ情報には広告掲示者識別情
報ＩＤＰは含まず、ＲＦタグ発行サーバがこの広告掲示者識別情報ＩＤＰを記憶するよう
にしてもよい。
【０１７３】
［変形例２－２］
　上記実施の形態では、広告サーバ９０が録画再生装置１１０に対して広告データリスト
および広告データを送信したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば
、家庭用ゲーム機や、パーソナルコンピュータに送信してもよく、あるいは、表示装置１
００に対して直接送信してもよい。また、これらの据置型の電子機器に限定されるもので
はなく、携帯電話やＰＤＡ（Personal Digital Assistants）などの携帯型電子機器に送
信してもよい。
【０１７４】
　以上、いくつかの実施の形態および変形例を挙げて本技術を説明したが、本技術はこれ
らの実施の形態等には限定されず、種々の変形が可能である。
【０１７５】
　例えば、上記実施の形態等では、顧客Ｐは携帯電話５０を用いて、ＲＦタグ２０からＲ
Ｆタグ情報ＩＮＦを取得したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば
、ＰＤＡ（Personal Digital Assistants）を用いてＲＦタグ情報ＩＮＦを取得してもよ
い。
【０１７６】
　なお、本技術は以下のような構成とすることができる。
（１）商品または広告媒体に印刷された識別コードから、その商品に関する商品情報また
はその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を読み取る第１の読取部と、
　前記商品または前記広告媒体に付された、または付されるべき記憶タグに、前記商品情
報または前記広告対象情報を含むタグ情報を書き込む書込部と、
　前記商品または前記広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報を取
得する取得部と
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　を備えた記憶タグ発行端末。
【０１７７】
（２）前記タグ情報は、前記業者識別情報をも含む
　前記（１）に記載の記憶タグ発行端末。
【０１７８】
（３）さらに、
　前記記憶タグから、その記憶タグを識別するためのタグ識別情報を読み取る第２の読取
部と、
　前記タグ識別情報と前記業者識別情報とを互いに関連づけて第１のサーバに送信する第
１の送信部と
　を備えた
　前記（１）に記載の記憶タグ発行端末。
【０１７９】
（４）さらに、
　前記業者識別情報を、前記商品情報または前記広告対象情報と共に第２のサーバに送信
する第２の送信部と、
　前記第２のサーバから、前記商品情報または前記広告対象情報に基づいて生成された前
記タグ情報を受信する受信部と
　を備え、
　前記書込部は、前記受信部が受信した前記タグ情報を前記記憶タグに書き込む
　前記（１）から（３）のいずれかに記載の記憶タグ発行端末。
【０１８０】
（５）前記前記商品情報または前記広告対象情報に基づいて前記タグ情報を生成するタグ
情報生成部を備え、
　前記書込部は、前記タグ情報生成部が生成した前記タグ情報を前記記憶タグに書き込む
　前記（１）から（３）のいずれかに記載の記憶タグ発行端末。
【０１８１】
（６）前記タグ情報生成部は、前記業者識別情報にも基づいて前記タグ情報を生成する
　前記（５）に記載の記憶タグ発行端末。
【０１８２】
（７）商品または広告媒体に印刷された識別コードからその商品に関する商品情報または
その広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を読み取るとともに記憶タグにタグ
情報を書き込む記憶タグ発行端末から、その商品情報またはその広告対象情報と、前記商
品または前記広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報とを受信する
受信部と、
　前記商品情報または前記広告対象情報に基づいて前記タグ情報を生成するタグ情報生成
部と、
　前記タグ情報を前記記憶タグ発行端末に対して送信する送信部と
　を備えた記憶タグ発行サーバ。
【０１８３】
（８）前記タグ情報生成部は、前記業者識別情報にも基づいて前記タグ情報を生成する
　前記（７）に記載の記憶タグ発行サーバ。
【０１８４】
（９）顧客端末から、商品または広告媒体に付された記憶タグに記憶された、その商品に
関する商品情報またはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を含むタグ情
報を受信する第１の受信部と、
　前記商品情報または前記広告対象情報、あるいは前記商品または前記広告媒体を取り扱
っている業者を識別するための業者識別情報に基づいて、所定の処理を行う処理部と
　を備えた広告サーバ。
【０１８５】
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（１０）前記タグ情報は、前記業者識別情報をも含む
　前記（９）に記載の広告サーバ。
【０１８６】
（１１）第２の受信部をさらに備え、
　前記第１の受信部は、前記記憶タグを識別するためのタグ識別情報をも受信し、
　前記第２の受信部は、タグ識別情報と業者識別情報とが関連づけて記憶されたサーバか
ら、前記タグ識別情報に対応する業者識別情報を受信する
　前記（９）に記載の広告サーバ。
【０１８７】
（１２）前記処理部は、顧客端末に対して、前記商品または前記広告対象物に関する詳細
な情報を送信する
　前記（９）から（１１）のいずれかに記載の広告サーバ。
【０１８８】
（１３）前記処理部は、顧客端末に対して、１または複数の店舗における、前記商品また
は前記広告対象物の価格を送信する
　前記（９）から（１１）のいずれかに記載の広告サーバ。
【０１８９】
（１４）前記処理部は、前記業者に対して報酬を支払うための支払い処理を行う
　前記（９）から（１１）のいずれかに記載の広告サーバ。
【０１９０】
（１５）商品または広告媒体に印刷された識別コードからその商品に関する商品情報また
はその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を読み取るとともに記憶タグにタ
グ情報を書き込む記憶タグ発行端末から、その記憶タグを識別するためのタグ識別情報と
、前記商品または前記広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報とを
受信する第１の受信部と、
　前記タグ識別情報と前記業者識別情報とを互いに関連づけて記憶する記憶部と、
　外部装置からタグ識別情報を受信する第２の受信部と、
　前記記憶部に記憶されたタグ識別情報および業者識別情報から、前記第２の受信部が受
信したタグ識別情報に対応する業者識別情報を検索し、送信する送信部と
　を備えた業者識別サーバ。
【０１９１】
（１６）商品または広告媒体に印刷された識別コードから取得したその商品に関する商品
情報またはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報と、前記商品または前記
広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報とを有するタグ情報が記憶
された記憶部と、
　顧客端末に対して、前記商品情報または前記広告対象情報を、前記業者識別情報と共に
送信する送信部と
　を備えた記憶タグ。
【０１９２】
（１７）商品または広告媒体に印刷された識別コードから、その商品に関する商品情報ま
たはその広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を、記憶タグ発行端末により読
み取り、
　前記商品または前記広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報を取
得し、
　前記商品情報または前記広告対象情報に基づいて生成されたタグ情報を、前記商品また
は前記広告媒体に付された、または付されるべき記憶タグに対して、前記記憶タグ発行端
末により書き込む
　記憶タグ発行方法。
【０１９３】
（１８）前記タグ情報は、前記業者識別情報にも基づいて生成される
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　前記（１７）に記載の記憶タグ発行方法。
【０１９４】
（１９）前記記憶タグから、その記憶タグを識別するためのタグ識別情報を、前記記憶タ
グ発行端末により読み取り、
　前記タグ識別情報と前記業者識別情報とを互いに関連づけて、前記記憶タグ発行端末か
らサーバに対して送信する
　前記（１７）に記載の記憶タグ発行方法。
【０１９５】
（２０）商品または広告媒体に付された記憶タグから、その商品に関する商品情報または
その広告媒体による広告対象物に関する広告対象情報を含むタグ情報を、顧客端末により
読み取り、
　前記顧客端末により読み取られた前記商品情報または前記広告対象情報に基づいて、そ
の商品またはその広告対象物に関する詳細な情報を、広告サーバから前記顧客端末に対し
て送信するとともに、
　前記商品または前記広告媒体を取り扱っている業者を識別するための業者識別情報に基
づいて、前記広告サーバにより、前記業者に対して報酬を支払うための支払い処理を行う
　広告方法。
【０１９６】
（２１）前記タグ情報は、前記業者識別情報をも含む
　前記（２０）に記載の広告方法。
【０１９７】
（２２）前記記憶タグから、前記記憶タグを識別するためのタグ識別情報を、記憶タグ発
行端末により読み取り、
　タグ識別情報と業者識別情報とが関連づけて記憶されたサーバから、前記タグ識別情報
に対応する前記業者識別情報を取得する
　前記（２０）に記載の広告方法。
【符号の説明】
【０１９８】
　１，１Ｃ…電子商取引システム、３，３Ｃ…ＲＦタグ発行システム、５…販売システム
、８，８Ａ，８Ｂ…広告システム、１０…書籍、１１…バーコード、２０，２０Ｂ，２０
Ｄ，２０Ｅ…ＲＦタグ、２１…通信部、２１Ａ…アンテナ部、２２…メモリ、２３…ＲＦ
タグ識別情報記憶部、２４…制御部、２８…バーコード、２９…２次元コード、３０，３
０Ｃ，５０…携帯電話、３１，５１…入力部、３２，５２…表示部、３３，５３…音声入
力部、３４，５４…音声出力部、３５，５５…カメラ、３６，５６…ＲＦタグリーダライ
タ、３７，５７…メモリ、３８，５８…通信部、３８Ａ，５８Ａ…アンテナ、３９，５９
…ＣＰＵ、４０，４０Ｂ…ＲＦタグ発行サーバ、４１…通信部、４２…ＣＰＵ、４３…メ
モリ、４４…主記憶部、６０，６０Ａ～６０Ｃ…電子モールサーバ、７０…アフィリエイ
トサーバ、７１…通信部、７２…ＣＰＵ、７３…メモリ、７４…主記憶部、８０…ポスタ
ー、９０…広告サーバ、９１…通信部、９２…ＣＰＵ、９３…メモリ、９４…主記憶部、
１００…表示装置、１１０…録画再生装置、１１１…通信部、１１２…インターフェース
部、１１３…チューナ部、１１４…主記憶部、１１５…ドライブ、１１６…入力部、１１
７…ＣＰＵ、１１８…メモリ、ＡＤ…広告データ、ＤＢＤ…広告データベース、ＤＢＭ…
電子モールデータベースＤＢＭ、ＤＢＲ…ＲＦタグ識別情報データベース、ＩＤＡ…アフ
ィリエイト識別情報、ＩＤＣ…商品識別情報、ＩＤＤ…広告識別情報、ＩＤＰ…広告掲示
者識別情報、ＩＤＳ…店舗識別情報、ＩＤＵ…ユーザ識別情報、ＩＮＦ…ＲＦタグ情報、
ＩＳ…販売情報、Ｋｗ…書き込み用の鍵情報、Ｌ…店舗リスト、ＬＡＤ…広告データリス
ト、Ｍ，ＭＡ～ＭＣ…電子モール、ＰＷ…パスワード。
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